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  日程第３６ 議案第３３号 美祢市道の駅おふくの設置及び管理に関する条例の

一部改正について 

  日程第３７ 議案第３４号 山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の
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６．会議の次第は次のとおりである。 
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   午前１０時００分開会 

○議長（秋山哲朗君）  おはようございます。これより、平成２１年第１回美祢市議

会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

 この際、事務局より諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

○事務局長（重村暢之君）  御報告いたします。 

 本定例会に、本日までに送付してございますものは、執行部からは、報告第１号

から議案第３５号までの３６件と、事務局からは、会議予定表と一般質問順序表で

ございます。 

 本日、机上に配付してございますものは、議事日程表第１号、議案付託表、以上

２件でございます。 

 御報告を終わります。 

○議長（秋山哲朗君）  本日の議事日程は、お手元に配付いたしております日程表の

とおりでありますので、御協力をお願いいたします。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において、西岡晃議員、

荒山光広議員を指名いたします。 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今期、定例会の会期は、本日から３月２４日までの２６日間

といたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、会期は２６日間と決定いた

します。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、既に送付いたしております予定表のと

おりでありますので御了承をお願いいたします。 

 市長より、施政方針演説を求めます。村田市長。 

   〔市長 村田弘司君 登壇〕 

○市長（村田弘司君）  本日は、平成２１年度の市政の根幹となります予算案並びに

諸議案の御審議をお願いするため、お集まりいただき、厚く御礼を申し上げます。 

 議案の提案に先立ちまして、今後の市政運営に臨む私の所信の一端を申し述べ、
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市議会並びに市民の皆様のより一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 昨年の４月、私は、市民の皆様からの負託を受け市長に就任して以来、２年目を

迎えようとしております。 

 私は、この１年、市民の福祉向上を常に念頭に置いた、市民が主役である市民の

ための市政を目指すとともに、新生美祢市の将来発展への「道筋」を築いていくた

めに、市政運営に誠心誠意取り組んでまいったところでございます。 

 さらには、実質的に新市発足２年目となります平成２１年度は、まさに、新生美

祢市が、将来へ向かって着実な発展を続けていくための礎を確かなものにする大変

重要な年でもあると認識をいたしております。 

 その中でも、総合計画の策定は、今後１０年間に、どのような「まち」をつくろ

うとするのか、本市の将来像を描く重要な作業であることから、就任早々「第一次

美祢市総合計画」の策定作業に着手しておりまして、本年１２月議会での議案提出

を目途に作業を進めてまっているところであります。 

 この総合計画の策定に際しましては、既に「美祢市総合計画審議会」並びに美祢、

美東、秋芳の三つの地域にそれぞれ「地域審議会」を設置をいたしておりまして、

市民の皆様の声を最大限に反映をいたしました総合計画にしたいと考えておるとこ

ろでございます。 

 市長就任以来、私は、常に「新市の一体感の醸成」ということに留意をいたして

おるところでございます。 

 市政運営の原動力となるのは「市民力」──市民の力であることから、新市とし

ての市民一体感が醸成をされ、そして市民の皆様の声を最大限に市政に反映をして

いく仕組みを確かなものにしていくこと、さらには「夢」、「希望」、そして「誇

り」を持てる新たな美祢市の創造に最大限の努力をしてまいる所存でございます。 

 今現在、経済は、１００年の一度と言われる未曾有の危機的な状況にあります。

こうした景気の悪化は、自治体財政に深刻な影響を及ぼしますことから、この難局

を乗り越えるため、内部経費の徹底した節減・合理化を図りながら、財政運営の健

全性に留意しつつ、所要事業の財源を確保いたしました予算編成をしたところでご

ざいます。 

 それでは、新年度におけます主要な施策につきまして、七つの柱に基づき御説明

を申し上げたいと思います。 
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 まず初めに、「交流拠点都市を目指して～観光立市～」という柱でございます。

すなわち観光振興についてでございます。 

 本年は、合併１周年とともに秋芳洞開洞１００周年という記念すべき節目の年に

当たりまして、本市の観光振興の大きな起爆剤とすべく、開洞１００周年を記念を

いたした各種事業を展開をしてまいります。 

 この開洞１００周年の記念事業といたしましては、まず、「みね桜まつり」が開

催をされます本年４月４日、美祢市民会館におきまして、合併１周年記念事業と併

せました開洞１００周年記念イベントを盛大に開催をいたすつもりでございます。 

 また、７月には、世界的に有名な照明デザイナーの設計によります幻想的な照明

を秋芳洞の洞内に照射をいたしまして、来られた方が驚愕をされるほどの秋芳洞の

ファンタジックな魅力を最大限に引き出すイベントを開催をいたしたいというふう

に考えておるところでございます。 

 そして、「秋吉台フェアｉｎ東京」の開催、それから、首都圏での秋吉台・秋芳

洞の情報発信と併せまして本市の特産農産物等の販売をいたします東京アンテナシ

ョップの拠点づくり、さらには、４月にオープンをいたします長登銅山文化交流館

も含めました新たな文化交流・観光振興の拠点づくりを推進をしてまいります。 

 また、昨年１２月に締結いたしました美祢市、下関市、さらには、長門市で広域

観光協定による連携・協力を密なものといたし、なお一層の観光の活性化を図って

まいりたいというふうに考えております。 

 我が美祢市は誇るべき観光資源、歴史資源、農林資源、さらにはすばらしい人的

資源を持っており、今後これらをさらに有機的に組み合わせれば、本市の観光は大

きく発展する可能性を持っておると確信をしております。 

 私の政策公約の柱の一つであります「交流拠点都市～観光立市～」、これの建設

を目指してまいるとともに、県内外を問わず世界に向けました発信に、これからも

積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 二つ目としまして、「子育て支援の充実～定住促進～」この柱について、すなわ

ち定住対策についてであります。 

 将来の美祢市を考えるとき、最も重要なことは人口定住でございます。新美祢市

の人口は、この１年間で約３００人もの減少となっておりまして、こうした人口減

少傾向に歯どめをかけるためには、少子化対策や人口定住対策の強化を図ってまい
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る必要がございます。少子化対策といたしましては、まず、子育て支援の充実でご

ざいます。 

 平成２１年度は、私の公約であります、仕事と子育ての両立を支援いたします本

拠地としまして、本地域として初のファミリーサポートセンター運営事業を開始を

いたします。 

 また、子育て世帯の経済的負担の軽減に配慮いたしました福祉医療助成事業の充

実、また、公立保育園の受け入れ年齢の引き下げ、また、土曜日の終日保育の完全

実施、妊婦健診の１４回までの無料化等、子育てを支援いたします仕組みづくりを

整備してまいりたいというふうに思っております。 

 また、定住施策の一環といたしましては、空き家情報バンク事業の充実、また、

美祢市土地開発公社の宅地の販売促進等に鋭意努めてまいりたいというふうに思っ

ております。 

 三つ目といたしまして、「情報・通信分野の整備～新市一体感の醸成～」という

ことで情報一元化についてでございます。 

 現在社会の情報化の進展の中にありましては、市民のどなたも等しく有用な情報

が得られるための基盤の整備は、私の重要な公約の一つでありまして、若者定住の

促進の観点からも推進すべき課題というふうに強く思っているところでございます。 

 ケーブルテレビ施設が未整備であります秋芳地域におきましては、平成２３年

７月のアナログ放送終了までの整備が急務であるということから、平成２１年度に、

秋芳地域におけるケーブルテレビ整備事業を実施いたすとともに、インターネット

の環境を含めました本市におけます行政、議会情報の「一元化」「共有化」の推進

と併せて「市民の一体感の醸成」を図ってまいります。 

 次に、４番目といたしまして、「産業の活性化～活力にあふれたまちづくり～」

についてであります。 

 活力あふれるまちづくりを推進する上において、産業の活性化は欠かせないもの

であります。 

 現在、世界的な経済不況の中、雇用の問題、企業の破綻等、産業を取り巻く環境

は危機的な状態にあることから、本市においても、ふるさと雇用再生特別交付金事

業、緊急雇用創出事業、雇用奨励金事業、離職者緊急対策融資事業等を早急に実施

をいたします。 
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 さらには、企業への支援といたしまして、中小企業への制度融資事業、保証料補

給事業、利子補給事業等を実施することといたしまして、緊急課題である景気・雇

用対策に最大限の支援をしてまいる所存でございます。また、将来を見据え、工業

団地、また、十文字原の活用に向けた企業誘致等の取り組みも着実に、積極的に行

ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 また、商工の振興では、空き店舗対策や将来を見越した人材・企業育成活性化事

業を実施をいたしまして、商業の振興へ向けて一層の支援をしてまいる所存でござ

います。 

 農業の振興では、農業従事者の高齢化が進行する中、担い手や後継者対策として、

集落営農組織や認定農業者の育成を図るとともに、農地、農業用施設の整備や畜産

基盤再編総合整備事業によります生産基盤の整備に引き続き取り組んでまいります。 

 林業については、地球温暖化対策の一環といたしまして二酸化炭素の吸収源であ

る森林の整備が求められていることから、間伐の推進や森林整備地域活動支援交付

金制度などによります森林の整備を図り、公益的機能の維持増進と併せて美しい山

づくりに努めてまいりたいというふうに思っております。 

 次に、５番目といたしまして、「安心できる医療の確保～病院事業の効率化・基

盤強化～」についてであります。 

 医療・福祉の充実では、私は、市長就任以来、市民の方に安全・安心に暮らしを

していただくため、二つの市立病院の存続に向けまして最大限の努力をするという

公約を基本といたしまして、病院の経営健全化の検討を重ねてまいったところでご

ざいます。 

 そのため庁内に「美祢市病院改革推進本部」を設けるとともに、諮問機関、美祢

市病院事業あり方検討委員会を設置をいたしまして、検討作業を進めてまいったと

ころでありまして、２０年度中には、「美祢市病院事業経営改革プラン」を取りま

とめることといたしております。 

 今後は、この改革プランをもとに、診療科目の機能強化や、市内医療機関及び福

祉施設との連携強化、さらには医師の確保対策等の病院経営改革事業を実施いたし

まして、市民の安心に向けまして、一層の努力を重ねてまいります。 

 次に、６番目といたしまして、「公共交通の整備～日常生活の足の確保～」につ

いてであります。 



- 10 - 

 市内の公共交通の現状は、市民の多くの方、特に御高齢の方が不便さを感じてお

られますことから、私の公約として、より利便性の高い公共交通の実現を図る取り

組みとして、「美祢市地域公共交通協議会」を設置いたしまして、検討を重ねてお

ります。２０年度中には、「美祢市地域公共交通総合連携計画」を策定をいたす予

定であります。 

 つきましては、本計画に基づきまして、平成２１年度から、国の地域公共交通活

性化・再生総合事業を活用いたしました「ミニバスの実証運行」を、モデル地区を

特定をして行うこととしております。今後５年間、各所で実証運行と併せまして本

市の交通体系全体の整備を図ってまいります。 

 次に、７番目といたしまして、「学校教育・人材育成の充実～豊かな知恵と心を

はぐくむ教育～」についてであります。 

 本市の将来を担う人材を育成する学校教育の充実では、豊かな体験活動推進事業

や、ふるさと人材育成事業、また、学力向上対策プロジェクト事業に取り組んでま

いります。 

 また、児童・生徒の安全確保及び地域の避難場所の確保という観点から、学校の

耐震化に係る調査を実施してまいります。 

 市民の安全・安心を守る消防・防災に関しては、２０年度中に、地域防災計画や

国民保護計画を策定をいたすこととしておりまして、本市における災害時の防災関

係機関との連携や庁内の緊急非常事態体制の確立、また、病院との救急救助体制の

強化を図ってまいるつもりでございます。 

 以上、私の所信の一端と主要施策の概要について申し上げましたが、冒頭に申し

上げましたとおり、日本を含め世界は非常に厳しい経済社会情勢にあります。 

 しかしながら、くじけることなく、今、知恵を絞り、一生懸命頑張れば、この暗

いトンネルを抜けた向こうに、他より一歩先を走ります光ある美祢市があるという

ことを信じまして、私は、新市基本計画にあります「自然と調和し、潤いと活力に

みちた、やすらぎと交流の郷」を目指しまして、市民の皆様と協働して「夢」と

「希望」と、そして「誇り」の持てる新美祢市の創造に向かって全力を上げてまい

る所存でございます。 

 今後とも、議会を初め、市民の皆様方のなお一層の御理解と御協力を心からお願

いを申し上げまして、施政方針といたします。 
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○議長（秋山哲朗君）  日程第３、報告第１号から日程第３８、議案第３５号までを、

会議規則第３５条の規定により、一括議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。村田市長。 

   〔市長 村田弘司君 登壇〕 

○市長（村田弘司君）  本日、平成２１年第１回美祢市議会定例会に提出いたしまし

た、報告１件、議案３５件について、御説明申し上げます。 

 報告第１号は、損害賠償の額を定めることに関する専決処分についての報告であ

ります。 

 これは、平成２１年１月２７日、市所有の自動車による公務上の事故に伴い、損

害賠償の義務が発生したため、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第

１８０条第１項の規定に基づき、２月１０日に専決処分いたしましたので、同条第

２項の規定により報告いたすものであります。 

 議案第１号は、平成２０年度美祢市一般会計補正予算（第４号）であります。 

 このたびの補正は、国の補正予算に呼応した定額給付金給付事業、子育て応援特

別手当事業及び地域活性化・生活対策臨時交付金のほか、各事業の決算見込みによ

る調整等、当面必要とする経費について所要の補正を行うとともに、年度内に完成

が見込めない事業について「繰越明許費」の設定、債務負担行為の補正及び地方債

の補正を行うものであります。 

 補正の主なものについて御説明いたします。 

 まず、歳出につきましては、議会費では、議員視察旅費等の決算見込みによる減

額をするとともに、議事録作成委託料を追加し、合わせて２５８万７，０００円を

減額いたしております。 

 次に、総務費では、一般管理費において、勧奨及び自己都合による職員の退職手

当３億４，０７１万４，０００円及び定額給付金給付事業４億７，５１１万３，

０００円を追加するとともに、賃金等については決算見込みにより減額し、合わせ

て８億６４０万６，０００円を追加いたしております。 

 財産管理費において、工事の入札減による減額をするとともに、基金利子積立金

を追加し、合わせて１４２万９，０００円を減額いたしております。 

 企画費では、乗り合いバス支援事業補助金７２２万６，０００円を追加するとと

もに、美祢市有線テレビ指定管理委託料について、決算見込みにより減額し、合わ
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せて５９６万６，０００円を追加いたしております。 

 活性化対策費において、ふるさと美祢応援基金への寄附金１３３万３，０００円

を積み立てるとともに、ゆたかなまちづくり基金積立金に２億１，６５４万１，

０００円を追加し、土地開発公社造成事業補助金３５３万９，０００円を減額し、

合わせて２億１，４３３万５，０００円を追加いたしております。 

 徴税費においては財源更正をいたしております。 

 次に、民生費では、社会福祉費においては、社会福祉総務費の財源更正をいたし

ております。障害者福祉費において、福祉タクシー助成事業扶助を減額するととも

に、前年度事業の精算の結果、超過交付となりました国・県負担金の返還金に１，

１９１万３，０００円を追加し、合わせて９４１万１，０００円を追加いたしてお

ります。 

 また、老人福祉費において、委託料等及び老人医療事業・介護保険事業特別会計

への繰り出し金についてそれぞれ減額をし、合わせて４，２２５万５，０００円を

減額、福祉医療助成事業費においては、決算見込みにより６０９万７，０００円を

減額し、老人福祉センター費では、財源更正をいたしております。 

 後期高齢者医療費においては、療養給付費負担金など決算見込みにより、１，

０８４万７，０００円を追加いたしております。 

 児童福祉費の児童福祉総務費においては、子育て応援特別手当事業に係ります事

務費など８３万７，０００円を追加し、児童措置費では私立保育園委託事業及び、

児童手当支給事業の決算見込みにより、１，８８８万円を減額、さらに、子育て応

援特別手当事業に１，４５８万円を追加し、合わせて４３０万円を減額いたしてお

ります。母子福祉費では、扶助費について、決算見込みにより、１２８万６，

０００円を減額いたしております。 

 生活保護費では、医療扶助など１，３２０万９，０００円を追加いたしておりま

す。 

 次に、衛生費では、保健衛生費の保健衛生総務費において、未給水地区飲料水水

源確保事業補助金に４０７万３，０００円を追加し、予防費では、がん検診・検査

委託料など、１，３５７万７，０００円、また、母子衛生費においては、健診委託

料１９３万９，０００円を決算見込みにより、それぞれ減額いたしております。環

境衛生費では、墓園事業施設整備工事の入札減により５４万８，０００円を、火葬
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場費では、指定管理委託料などの増減調整により、１２８万６，０００円をそれぞ

れ減額いたしております。清掃費では、塵芥処理費において、ごみ運搬・収集委託

料など、３７７万８，０００円、し尿処理費において衛生センター管理運営経費

１６３万６，０００円を、決算見込みにより、それぞれ減額いたしております。 

 病院費では、国の補正予算に呼応して財源更正をいたしております。 

 次に、農林費では、農業費の農業委員会費において、活動事業の決算見込みによ

り、９０万５，０００円を、農業振興費においては、水田農業構造改革推進事業補

助金４７８万１，０００円をそれぞれ減額し、農地費において、土地改良工事など、

６２０万円を追加するとともに、県営中山間地域総合整備事業負担金５１８万円を、

農地・水・環境保全向上対策事業負担金９２万３，０００円を、それぞれ決算見込

みにより減額し、合わせて９１万１，０００円を減額いたしております。 

 林業費では、それぞれ財源更正をいたしております。 

 次に、商工費では、商工総務費において、矯正施設活性化推進経費１７１万６，

０００円を減額し、商工振興費では、みねマップ作成委託料に２１０万円を追加し、

観光費では秋芳洞開洞１００周年記念行事開催委託料に３２５万５，０００円を追

加するとともに、道の駅おふくの指定管理委託料及び施設整備工事８８５万２，

０００円を減額し、合わせて５５９万７，０００円を減額いたしております。 

 次に、土木費では、土木管理費の土木総務費において、財源更正をいたしており

ます。地籍調査費においては入札減などにより、１，７６４万５，０００円を減額

いたしております。また、道路橋梁費の道路維持費に、４，３８０万円を追加し、

道路新設改良費では、道路整備工事など３，８８０万円を追加するとともに、県工

事負担金１，６８１万円の減額により、合わせて２，１９９万円を追加し、橋梁維

持費に２６０万円を追加いたしております。都市計画費では、まちづくり交付金事

業などそれぞれ入札減により総額１，４１０万５，０００円を減額いたしておりま

す。河川費では、河川維持経費に２７０万円を追加し、住宅費では、家賃減額等補

助４３９万５，０００円を減額いたしております。 

 次に、消防費では、消防はしご車オーバーホール、消防備品など５，８８７万３，

０００円を追加するものであります。 

 次に、教育費では、教育総務費の事務局費において、繰出金１，０００円を追加

し、指導費では、学校職員関連経費の５０万円を減額いたしております。小学校費
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においては、施設備品購入費３２０万１，０００円、学校施設整備費では耐震２次

診断業務委託料などに１，３１０万円を、中学校費では施設備品購入費１３３万４，

０００円、学校施設整備費に耐震２次診断業務委託料など３，５４９万９，

０００円を追加いたしております。また、小学校教育振興費では、就学援助費など

２２６万４，０００円、中学校教育振興費においては、就学援助など２５３万３，

０００円を、決算見込みによりそれぞれ減額いたしております。社会教育費におい

て、公民館費では、施設備品購入費５２万８，０００円、市民会館費では施設整備

工事費９５０万円をそれぞれ追加し、文化財保護費では、長登銅山文化交流館施設

整備工事の入札減により７６４万７，０００円を減額いたしております。文化施設

費においては、化石採集場整備工事など２０１万円、また、個人の方から指定寄附

金として３０万円の寄附がありましたので、寄附の趣旨に沿い、歴史民族資料館の

備品購入費に同額、合わせて２３１万５，０００円を追加いたしております。保健

体育費では、体育施設費において夜間照明整備工事費２０５万６，０００円を追加

し、給食施設費において、賃金など決算見込みにより、１，０５０万円を減額いた

しております。 

 次に、災害復旧費では財源更正をいたしております。 

 次に、公債費では、元金及び利子について２４３万６，０００円を追加いたして

おります。 

 以上が、歳出についての主な補正内容でありまして、補正総額は１１億１，

２０８万円の追加となります。 

 一方、歳入につきましては、各事業の決算見込みによる事業の増減等による国庫

支出金、市債など特定財源として１１億９，４８１万２，０００円を追加し、地方

消費税交付金などの一般財源として８，２７３万２，０００円を減額補正といたし

ております。 

 以上によりまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１億１，

２０８万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１７０億４７３万３，

０００円とするものであります。 

 次に、繰越明許費の設定であります。 

 平成２０年度予算のうち、年度内に完成が困難と見込まれる定額給付金事業外

２９件、総額８億１，９１１万１，０００円を平成２１年度へ繰り越すことといた
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しております。 

 次に、債務負担行為の補正であります。 

 農業経営基盤強化資金利子補給金について債務負担行為の変更を、小学校耐震化

事業外１件について、債務負担行為の廃止を行うものであります。 

 次に、地方債の補正であります。 

 退職手当債について地方債の追加を、電気通信施設整備事業債外８件について、

地方債の変更を行うものであります。 

 議案第２号は、平成２０年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）であります。 

 このたびの補正は、各事業の決算見込みに対応する補正を行うものであります。 

 歳出につきましては、総務費では、電算システム導入経費９８万９，０００円を

追加し、保険給付費では増減調整により療養給付など５，２０１万４，０００円、

また、共同事業拠出金１１３万４，０００円をそれぞれ追加するとともに、予備費

に２，５４９万８，０００円を追加するものであります。 

 以上、歳出については、総額７，９６３万５，０００円を追加するものでありま

す。 

 この補正に要する財源といたしましては、事業の増減等により、交付金１億２，

２６８万９，０００円を追加し、国・県支出金１，７８８万７，０００円を減額し、

それぞれ充当するとともに、一般会計繰入金２，５１６万７，０００円を減額する

ものであります。 

 以上により、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，９６３万５，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３３億５，５００万２，

０００円とするものであります。 

 議案第３号は、平成２０年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第２号）であり

ます。 

 このたびの補正は、各事業の決算見込みに対応する補正を行うものであります。 

 歳出につきましては、観光総務費の総務管理費では一般管理費について人件費

１００万円、消費税及び地方消費税９００万円をそれぞれ減額いたしております。

業務管理費では秋芳洞業務によって秋芳洞照明改修事業調査設計業務委託料に３，

２００万円を追加するとともに、人件費６０万円を減額し、また、リフレッシュ
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パーク施設業務費において３７７万９，０００円を減額いたしております。観光振

興費では、行事委託料１２１万８，０００円、公債費においては一時借入金利子１，

０００万円をそれぞれ減額いたしております。 

 その結果、予備費に２，５５９万７，０００円を追加するものであります。この

補正に要する財源といたしましては、国庫支出金３，２００万円を追加するもので

あります。 

 以上によりまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，２００万

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２億７，８９２万５，

０００円とするものであります。 

 次に、繰越明許費の設定であります。平成２０年度予算のうち、年度内に完成が

困難と見込まれる秋芳洞照明施設整備事業３，２００万円を平成２１年度へ繰り越

すことといたしております。 

 議案第４号は、平成２０年度美祢市老人保健医療事業特別会計補正予算（第

１号）であります。 

 このたびの補正は、歳出については、医療諸費の医療給付費、医療費支給費及び

審査支払手数料において決算見込みにより合わせて３億７，９７８万４，０００円

を減額いたしております。 

 一方、歳入につきましては、交付金及び国・県支出金合わせて３億４，９８６万

２，０００円及び一般会計繰入金２，９９２万２，０００円を減額するものであり

ます。 

 以上により、既定の歳入歳出予算額から歳入歳出それぞれ３億７，９７８万４，

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億８６３万３，

０００円とするものであります。 

 議案第５号は、平成２０年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）で

あります。 

 このたびの補正は、各事業の決算見込みに対応する補正を行うものであります。 

 歳出につきましては、総務費では総務管理費において、システム改修業務委託料

３２３万２，０００円を追加いたしております。次に、保険給付費では、介護サー

ビス等諸費において、居宅介護サービス給付費など増減調整により、合わせて

７４２万１，０００円を減額し、介護予防サービス等諸費では介護予防サービス給
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付費など１，０７４万９，０００円を追加いたしております。高額介護サービス等

諸費では高額介護サービス費において５６４万４，０００円を、特定入所者介護

サービス等費において特定入所者介護サービス費において３４５万６，０００円を

それぞれ減額いたしております。次に、地域支援事業費では、介護予防事業費につ

いて介護予防特定高齢者施設施策事業費及び介護予防一般高齢者施策事業費合わせ

て１，２２６万５，０００円を減額し、包括的支援事業任意事業費では介護予防ケ

アマネジメント事業費や任意事業費合わせて７０３万４，０００円を減額いたして

おります。次に、基金積立金では介護診療報酬の改定が平成２１年度に予定されて

おり、これに伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するための財源として介護従事者

処遇改善臨時特例基金積立金１，９１０万３，０００円を追加いたしております。

その結果、予備費に３８１万２，０００円を追加するものであります。 

 以上が歳出の補正内容で、補正総額は１０７万６，０００円を追加するものであ

ります。 

 この補正額に要する財源といたしましては、各事業の決算見込みによる事業費の

増減により、分担金及び負担金３３５万２，０００円、交付金５２１万７，

０００円、及び県支出金３４６万５，０００円をそれぞれ減額し、国庫支出金１，

０５０万６，０００円を追加し充当するとともに、一般会計繰入金１３９万６，

０００円を減額いたしております。 

 以上により、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０７万６，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７億２，８３４万５，

０００円とするものであります。 

 議案第６号は、平成２０年度美祢市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）で

あります。 

 このたびの補正は、年度内完成が見込めない県道秋吉絵堂線水道施設等移設事業

６６６万２，０００円について、平成２１年度へ繰り越すこととする繰越明許費の

設定を行うものであります。 

 議案第７号は、平成２０年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）であります。 

 このたびの補正は、決算見込みに対応する補正を行うものであります。 

 歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金では、保険基盤安定負担金
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８２８万６，０００円を追加するとともに、後期高齢者医療保険料６，３０１万３，

０００円を減額し、合わせて５，４７２万７，０００円を減額いたしております。 

 一方、歳出につきましては、保険料６，３０１万３，０００円を減額し、一般会

計繰入金８２８万６，０００円を追加するものであります。 

 以上により、既定の歳入歳出予算額から歳入歳出それぞれ５，４７２万７，

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億９，１９１万円と

するものであります。 

 議案第８号は、平成２０年度美祢市水道事業会計補正予算（第１号）についてで

あります。 

 このたびの補正は、資本的収支における於福簡易水道区域拡張事業の決算見込み

による増減について所要の補正を行うものであります。 

 まず、収入では、企業債４，０００万円、国庫支出金１，７７４万８，０００円

を、それぞれ減額し、収入総額を２億２，００３万７，０００円としております。 

 支出では、建設改良費５，１６９万１，０００円を減額し、支出総額を３億６，

８２８万５，０００円とするものであります。 

 この結果、資本的収入額は、資本的支出額に対し不足する額、１億４，８２４万

８，０００円については、当年度消費税資本的収支調整額５６６万４，０００円及

び過年度分損益勘定留保資金１億４，２５８万４，０００円で補てんするものであ

ります。 

 議案第９号は、平成２０年度美祢市病院等事業会計補正予算（第２号）でありま

す。 

 このたびの補正は、収入においては、業務予定量の決算見込みによる収益の見直

し、及び病院事業の資産購入に充てる財源の確保により、県支出金について追加補

正を行うとともに、支出においては、給与費、材料費等の決算見込みによる調整を

行うものであります。 

 まず、収益的収支におきまして、収入では美祢市立病院事業収益を１億２，

９０１万２，０００円、市立美東病院事業収益を９６８万９，０００円、介護老人

保健施設事業収益を２，５７３万４，０００円、美秋訪問看護事業収益を３２４万

７，０００円、それぞれ減額し、収入総額を４０億５，６４２万６，０００円とす

るものであります。 
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 支出では、美祢市立病院事業費用を１，３５３万６，０００円、市立美東病院事

業費用を９２８万３，０００円、介護老人保健施設事業費用を１３３万１，

０００円それぞれ増額、美秋訪問看護事業費用を３９５万９，０００円減額し、支

出総額を４２億３，５８６万円とするものであります。 

 その結果、税抜きの当年度純損失は１億８，１１２万２，０００円となる見込み

であります。 

 また、資本的収支におきましては、収入では、美祢市立病院資本的収入において

補助金を２１５万２，０００円増額、市立美東病院資本的収入において企業債を

８６０万円減額し、収入総額を１億４，９７２万６，０００円とするものでありま

す。 

 支出では、美祢市立病院資本的支出において建設改良費２１５万２，０００円増

額、市立美東病院資本的支出において建設改良費を４４０万９，０００円減額して

支出総額を４億３，４０３万８，０００円とするものであります。 

 この結果、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は２億８，４３１万２，

０００円となり、これについては、当年度消費税資本的収支調整額と過年度損益勘

定留保資金で補てんするものであります。 

 議案第１０号は、平成２０年度美祢市公共下水道事業会計補正予算（第１号）に

ついてであります。 

 このたびの補正は、決算見込みによる増減について所要の補正を行うものであり

ます。 

 まず、収益的収支につきましては、支出では、営業費用を１９１万６，０００円

増額し、支出総額を４億７，７７０万７，０００円といたしました。 

 この結果、収益的収支は、当年度純利益１１６万６，０００円となる見込みであ

ります。 

 次に、資本的収支につきましては、収入では、企業債を３，２００万円減額し、

収入総額を１０億２，０５３万７，０００円としております。 

 支出では、建設改良費を３，１１１万円減額し、支出総額を１１億８，３０５万

７，０００円とするものであります。 

 この結果、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億６，２５２万円に

ついては、当年度消費税資本的収支調整額１，５１８万６，０００円、当年度分損
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益勘定留保資金１億４，７３３万４，０００円で補てんするものであります。 

○議長（秋山哲朗君）  少し長くなりますので、この際、暫時、１１時１５分まで休

憩をいたしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

   午前１０時５５分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午前１１時１５分再開 

○議長（秋山哲朗君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 引き続き、市長より提案理由の説明を求めます。村田市長。 

   〔市長 村田弘司君 登壇〕 

○市長（村田弘司君）  議案第１１号は、平成２１年度美祢市一般会計予算でありま

す。 

 現下の経済情勢は景気の後退局面にあり、市税の大幅な減収が見込まれる誠に厳

しい状況ではありますが、平成２１年度の予算編成に当たりましては、財政の健全

性の確保に努めつつ、新市発足２年目となる足固めとして、新市基本計画に掲げら

れました、本市が取り組むべき基本目標達成のための諸事業を、着実に推進するこ

とに配慮いたしたところであります。 

 また、地方財政計画で示された国の施策にも対応しながら、安全、安心な生活基

盤を強固なものとした上で、「交流拠点都市」「観光立市」を目指し、市民の方に

「夢、希望、誇り」を持っていただくという私の政策の柱を基本理念とし、さらに

は、厳しい雇用経済の現状に最大限の配慮をした自主的な事業の展開を図るととも

に、市民福祉の充実に努め、さらに、経常経費の節減を徹底し、限られた財源の重

点的かつ効率的な配分に留意をして予算の編成を行いました結果、予算総額は

１５７億３，７００万円となり、平成２０年度の当初予算総額と比較すると１億円、

０．６％の減となったところであります。 

 歳出予算の主な内容につきまして、費目の順に従い御説明いたします。 

 初めに、総務費についてであります。 

 まず、一般管理費において、新市の市章・市民憲章・新市の花木を披露する合併

１周年記念事業、人件費や庁舎管理・防災対策関連経費、電算業務、国際交流経費

など、総額９億８，０２０万３，０００円を計上いたしております。企画費では、

総合計画策定に要する経費や旧一市二町単位に設置する地域審議会開催経費、また、
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地域情報通信基盤整備推進事業として秋芳地域におけるケーブルテレビ整備事業、

美祢市有線テレビの管理運営を指定管理者に委託する経費、地域公共交通活性化・

再生総合事業として公共交通網を真に住民ニーズを反映したものとするため、平成

２０年度に策定した「美祢市地域公共交通総合連携計画」に基づく運行実証などに

要する経費、乗り合いバス運営に対する補助金など８億２，８２０万９，０００円

を計上いたしております。また、活性化対策費では、地域情報発信のイベントを開

催する地域ＰＲ事業、ふるさと美祢応援寄附金事業、また、土地開発公社造成事業

に対する補助など５，６００万５，０００円を計上いたしております。国民体育大

会費では、やまぐち国体準備経費８４４万２，０００円を計上いたしております。

選挙費では、平成２１年９月に任期満了になる衆議院議員選挙費、憲法改正に係る

選挙人名簿調製システム構築事業など、合わせて４，８７５万１，０００円を計上

いたしております。 

 次に、民生費についてであります。 

 まず、社会福祉総務費では、美祢市社会福祉協議会が行う事業に対する助成、民

生児童委員活動事業など、総額１億７，６９９万７，０００円を計上いたしており

ます。障害者福祉費では、障害のある人々の自立を支えるため、居宅介護や施設支

援などの自立支援給付費、また、社会福祉士による専門的な相談支援事業や日常生

活用具給付扶助、さらに、福祉作業所・共同作業所などの地域活動支援センター運

営事業、福祉タクシー助成事業、障害者への療育訓練のデイケア推進事業など、総

額４億７，５７２万８，０００円を計上いたしております。老人福祉費では、在宅

老人の生きがい活動支援事業等の福祉対策、社会福祉施設整備事業に対する補助金、

また、老人保健医療事業特別会計、介護保険事業特別会計への繰り出し金など、総

額５億４，３７３万８，０００円を計上いたしております。福祉医療助成事業費で

は、県制度による重度障害者・母子家庭・乳幼児医療に加えて、年齢を１歳から

３歳まで拡大した市単独乳幼児医療に対する医療費助成に２億２，０５８万６，

０００円を計上いたしております。 

 さらに、国民健康保険事業特別会計への繰り出し金や後期高齢者医療事業に要す

る経費、合わせて７億７，１６４万１，０００円を計上いたしております。児童福

祉費では、放課後児童の健全育成の場として、児童クラブ運営事業のほか、少子化

対策として、延長保育・乳児保育など保育事業の充実、また、子育て支援として、
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仕事と子育ての両立を支援するファミリーサポートセンター運営事業、さらに、児

童手当や児童扶養手当など、子育ての環境整備のための経費として、総額９億６，

４４６万７，０００円を計上いたしております。生活保護費では、生活保護対策と

して、生活保護法に基づく、生活扶助費などに２億８，４４７万４，０００円を計

上いたしております。 

 次に、衛生費についてであります。 

 まず、在宅当番医や休日・夜間の救急医療、広域救急医療推進事業や市民の健康

づくり指導事業並びに成人病検診、がん検診など各種検診及び予防接種などの経費

として、総額２億８，１３０万８，０００円を計上いたしており、母子衛生対策と

しては、乳幼児健康診査、妊婦健康診査の健診回数を５回から１４回にふやすなど、

母子保健推進費として３，３０４万３，０００円を計上いたしております。火葬場

費では、ゆうすげ苑の指定管理委託料など、２，６９７万円を計上いたしておりま

す。清掃費では、合併処理浄化槽設置事業補助金のほか、カルストクリーンセン

ター、リサイクルセンター、一般廃棄物最終処分場及び不燃物保管施設の管理運営

費、ごみ収集運搬委託など、し尿・ごみ処理に要する経費として、総額４億５，

３９９万４，０００円を計上いたしております。 

 水道費では、上水道事業並びに簡易水道事業の円滑な運営を行うために要する経

費として１億８，５８３万１，０００円を、さらに、病院費では、病院事業の健全

運営に要する経費及び美祢社会復帰促進センター診療所の運営経費など、合わせて

７億４，４１０万９，０００円を計上いたしております。 

 次に、労働費では、人材・企業育成活性化事業としてフリーターやニートに対す

る人材育成や企業の育成経費、中小企業労働者及び離職者に対する福祉融資を支援

するための預託金、勤労青少年ホームなどの施設運営に要する経費、シルバー人材

センター運営費補助金など、総額５，７７１万円を計上いたしております。 

 次に、農林費についてであります。 

 まず、新規就農者や農業の担い手になる認定農業者を支援する事業、集落営農の

組織化の促進に要する経費、また、中山間地域等直接支払事業など農業の振興に要

する経費２億３，６７９万７，０００円を、さらに、団体営農地防災事業、県営中

山間地域総合整備事業、元気な地域づくりプロジェクト支援交付金事業による区画

整理など農業生産基盤の整備に要する経費、及び、農地・農業用水などの地域資源
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を適切に保全管理する地域ぐるみの共同活動と、環境負荷低減に向けた農業者ぐる

みでの営農活動を支援する「農地・水・環境保全向上対策事業」に要する経費、並

びに、土地改良区に対する区画整理に係る償還助成金や農業集落排水事業特別会計

への繰出金など、総額５億６，５２０万７，０００円を計上いたしております。ま

た、畜産基盤再編総合整備事業など畜産の振興に要する経費に１億９，５４２万４，

０００円を計上いたしております。次に、林業振興対策では、森林の持つ公益的機

能の維持と経済価値を向上させ美しい山づくりを行うため、森林整備地域活動支援

交付金を初め、有害鳥獣捕獲事業や鹿被害防止対策事業、市有林の施業に要する経

費など総額１億４，５７７万２，０００円を計上いたしております。 

 続きまして、商工費についてであります。 

 まず、矯正施設運営事業者と地元企業等との連絡調整に関する業務を行う矯正施

設活性化推進経費や、経済対策として、中小企業融資、融資保証料補給金など、ま

た、まちおこしの各種イベントの開催委託料、商工業の振興のための商工会運営補

助金、さらに、現下の厳しい雇用失業情勢にかんがみ、雇用対策として緊急雇用創

出事業委託やふるさと雇用再生特別交付金事業委託経費など、合わせて９，

７８８万８，０００円を計上いたしております。 

 観光費では、秋芳洞開洞１００周年記念イベント事業、秋吉台観光まつり助成金、

観光事業特別会計への繰出金や、美祢さくら公園内に住民参加による桜の記念植樹

と記念句碑の建立を行う事業に要する経費、さらに、広域観光の推進として、下

関・長門・美祢広域観光推進に要する経費など、合わせて１億１，６０２万９，

０００円を計上いたしております。 

 次に、土木費についてであります。 

 まず、地籍調査に要する経費として、１億５，２５５万３，０００円を計上いた

しております。道路・橋梁関係では、市道の維持管理に要する経費、生活基盤であ

る道路の改良及び舗装に要する経費並びに県営事業負担金、さらに、橋梁維持費に

要する経費、合わせて２億７，６５８万１，０００円を計上いたしております。次

に、都市計画関係では、都市計画街路の整備、都市公園の管理・整備事業、都市排

水路整備事業など、合わせて１億５，１３３万１，０００円を計上するとともに、

公共下水道事業会計への繰出金として６億５５２万７，０００円を計上いたしてお

ります。住宅関係では、市営住宅の維持管理に要する経費や下領北団地の建て替え
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など市営住宅の整備に要する経費を計上するとともに、高齢者向け優良賃貸住宅に

係る家賃減額補助並びに利子補給など総額３億９，１７９万４，０００円を計上い

たしております。 

 次に、消防費についてであります。 

 消防活動の円滑な運営を図るため、常備消防費として、消防本部の活動に要する

経費、また、非常備消防費として消防団の活動費用、さらに、耐震性貯水槽設置工

事など消防施設整備に要する経費など合わせて５億６，１９２万１，０００円を計

上いたしております。 

 次に、教育費についてであります。 

 まず、指導費において、児童・生徒の学力向上を図るための学力向上対策プロジ

ェクト事業などに７４０万２，０００円を計上するとともに、高等学校費において

は、私学振興補助金として、成進高等学校に対する１，４４０万円の補助金を計上

し、外国青年英語指導事業費として９４１万４，０００円を計上いたしております。

小学校費では、市内２２校の管理に要する経費のほかに、特別支援学級支援事業、

就学援助事業、通学費補助事業や小学校から英語に親しむための小学校英語活動事

業、小学校高学年の農業体験をする豊かな体験活動推進事業など、教育振興に要す

る経費、また、耐震２次診断による耐震補強計画策定等の学校施設整備に要する経

費など、合わせて１億９，９７０万７，０００円を計上いたしております。次に、

中学校費では、市内８校の管理に要する経費のほかに、不登校生徒支援事業、特別

支援学級支援事業、就学援助事業、遠距離通学費補助事業、問題を抱える子供等の

自立支援事業など教育振興に要する経費、また、耐震２次診断による耐震補強計画

策定等の学校施設整備に要する経費など、合わせて１億２，５０２万３，０００円

を計上いたしております。社会教育関係では、まず、児童の安全で健やかな居場所

づくりとさまざまな体験活動を通じた豊かな人間性の育成の場としての放課後子ど

も教室運営事業、また、３歳児家庭教育学級、人権教育推進事業、秋吉台国際芸術

村運営事業、市民大学講座開催経費、また、公民館活動や社会教育団体育成補助金、

図書館・市民会館等社会教育施設の運営経費、歴史民俗資料館・化石館・秋吉台科

学博物館など文化施設の管理運営経費、市民の生涯学習に要する経費、また、長登

銅山文化交流館管理経費など文化財保護に要する経費、さらに、観光立市として観

光客を花で迎えるための、花づくり推進事業など総額３億７，１０４万５，
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０００円を計上いたしております。次に、保健体育費では、市民体育祭や、美祢秋

吉台高原マラソン・駅伝大会の開催など、社会体育の普及に要する経費、また、温

水プール・市民球場など体育施設の管理・運営に要する経費、さらに、学校給食施

設の運営に要する経費など、総額２億３，６９８万１，０００円を計上いたしてお

ります。 

 次に、災害復旧費では、農林施設・土木施設災害復旧費に、総額１，９５６万８，

０００円を計上いたしております。 

 また、公債費では、元金・利子合わせまして、２６億４，７５５万７，０００円

を計上いたしております。 

 以上が歳出についての主な内容でございます。 

 次に、歳入につきまして、その主な内容を御説明申し上げます。 

 まず、市税収入は、総額３２億８，４３４万７，０００円を計上いたしておりま

す。 

 地方交付税につきましては、６９億３，０００万円を見込んでおります。 

 また、特定財源のうち、市債を除いた国・県支出金、分担金・負担金など、

３３億２，５１７万９，０００円を充当いたしております。 

 市債につきましては、総額１２億６，５４０万円を計上いたしております。この

ほか、歳出に見合う財政措置として、基金から４億２，６６８万７，０００円を繰

り入れることといたしております。 

 次に、債務負担行為につきましては、選挙人名簿調整システム構築事業外５件に

ついて設定いたしております。 

 また、地方債につきましては、農林経営近代化施設整備事業債外１１件について、

限度額を設定いたしております。 

 以上が、平成２１年度美祢市一般会計予算の主な内容でございます。 

 続きまして、議案第１２号は、平成２１年度美祢市国民健康保険事業特別会計予

算、議案第１３号は、平成２１年度美祢市観光事業特別会計予算、議案第１４号は、

平成２１年度美祢市環境衛生事業特別会計予算、議案第１５号は、平成２１年度美

祢市住宅資金貸付事業特別会計予算、議案第１６号は、平成２１年度美祢市老人保

健医療事業特別会計予算、議案第１７号は、平成２１年度美祢市農業集落排水事業

特別会計予算、議案第１８号は、平成２１年度美祢市介護保険事業特別会計予算、
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議案第１９号は、平成２１年度美祢市簡易水道事業特別会計予算、議案第２０号は、

平成２１年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計予算であります。 

 以上、９つの特別会計の予算総額は７６億９，５１４万６，０００円でありまし

て、それぞれの事業の推進に鋭意取り組んでまいりたいと考えております。 

 議案第２１号は、平成２１年度美祢市水道事業会計予算についてであります。 

 平成２１年度において、業務の予定量として上水道、簡易水道合わせて年間給水

量を１８５万５，８５６立方メートルと見込んでおります。 

 まず、収益的収支につきましては、収入では営業収益２億５，２８４万３，

０００円、一般会計からの繰入金を主とした営業外収益１億９２７万９，０００円

を計上し、収入総額を３億６，２１２万２，０００円とし、支出では、営業費用

２億９，３４６万３，０００円、営業外費用等６，６７２万１，０００円をそれぞ

れ計上し、支出総額を３億６，０１８万４，０００円といたしております。 

 この結果、収益的収支は、当年度純利益１０万６，０００円を見込み、前年度繰

越利益剰余金と合わせ当年度未処分利益剰余金は３，０４９万４，０００円となる

見込みであります。 

 次に、資本的収支につきましては、収入では、於福簡易水道拡張事業等に充当す

る企業債２，０００万円、於福簡易水道拡張事業に対する国庫補助金５００万円、

一般会計繰入金、負担金など１，５９８万４，０００円を計上し、収入総額を４，

０９８万４，０００円といたしております。 

 支出では上水道ポンプ所送水ポンプ改修工事及び於福簡易水道拡張事業等として

１億１，６９２万８，０００円、企業債償還金など合わせて１億６，２４９万円と

し、支出総額を２億７，９４１万８，０００円とするものであります。 

 この結果、資本的収入額が資本的支出額に対し不足をする額２億３，８４３万４，

０００円については、当年度消費税資本的収支調整額５３９万６，０００円、過年

度分損益勘定留保資金２億３，３０３万８，０００円で補てんするものであります。 

 今後の事業経営に当たりましては、地方公営企業の基本理念に基づき、経営の安

定に努め、公共の福祉の増進、サービスの向上など、市民の皆様に信頼される水道

事業を目指し、一層努力をしてまいる所存であります。 

 議案第２２号は、平成２１年度美祢市病院等事業会計予算であります。 

 病院事業を取り巻く環境は、医療制度の改革や医師不足等の影響から、その厳し
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さを増しておりますが、本市の病院等事業に対しましては、合併後二つの病院とそ

の附帯施設の一体化による経営の効率化と経営基盤の強化に努め、市民が安心して

生活できる質の高い安定した医療の確保が求められております。 

 こうした中、昨年１０月、山口大学の支援のもと検討組織を設置し、本市の病院

事業のあり方について、熱心な議論が行われているところであります。 

 なお、この委員会は、３月中にその考えが取りまとめられ、市に答申される運び

となっております。 

 また、この委員会での御意見を踏まえ、現在「美祢市病院事業経営改革プラン」

を策定しているところであります。 

 さて、平成２１年度の予算についてでありますが、業務量として、患者数及び利

用者数の１日平均を、美祢市立病院において、入院１２６人、外来は透析を含め

２３８人、一方、美祢市立美東病院において、入院９８人、外来２２５．５人と見

込み、さらに、介護老人保健施設事業では、入所６０人、短期入所６人、通所

２０人と見込み、また、本年度より二つの訪問看護ステーションが統合される訪問

看護事業では３２．２人と見込んで本予算を編成をいたしております。 

 まず、収益的収支についてであります。 

 収入では、病院事業収益として、医業収益３４億６，９１３万３，０００円、医

業外収益２億６，６４１万９，０００円、美祢社会福祉復帰促進センター診療所運

営事業収益９，２７６万１，０００円、病院経営改革事業収益３，７００万円、合

計３８億６，５３１万３，０００円とするとともに、介護老人保健施設事業として、

入所運営事業収益２億６，６４７万１，０００円、短期入所運営事業収益２，

８１５万５，０００円、通所運営事業収益５，０２４万９，０００円、運営事業外

収益５５万円、合計３億４，５４２万５，０００円と見込み、また、訪問看護事業

として、医業収益５，７６９万１，０００円、医業外収益１万７，０００円、合計

５，７７０万８，０００円を見込み、収入総額を４２億６，８４４万６，０００円

とするものであります。 

 支出では、病院事業費用として、医業費用３５億７，６８３万４，０００円、医

業外費用１億５，５６５万３，０００円、美祢社会復帰促進センター診療所運営事

業費用８，８８３万４，０００円、病院経営改革事業費用３，７００万円、予備費

４００万円、合計３８億６，２３２万１，０００円とし、介護老人保健施設事業費
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用として入所運営事業費用２億９，９６２万８，０００円、通所運営事業費用２，

４７０万２，０００円、運営事業外費用９９８万６，０００円、予備費１００万円、

合計３億３，５３１万６，０００円、さらに、訪問介護事業費用として、医業費用

５，４４９万８，０００円、予備費１０万円、合計５，４５９万８，０００円とし、

支出総額を４２億５，２２３万５，０００円とするものであります。これにより当

年度純利益は税抜きで１，４９５万４，０００円となる見込みであります。 

 次に、資本的収支についてであります。 

 収入では、病院事業において、企業債８億２，９００万円、負担金２億１，

９９８万６，０００円、合計１０億４，８９８万６，０００円とするとともに介護

老人保健施設事業において、出資金３，０００万円を計上し、収入総額１０億７，

８９８万６，０００円とするものであります。 

 これに対し支出では、病院事業において、建設改良費７，９７１万１，０００円、

企業債償還金１０億６，３７８万８，０００円、合計１１億４，３４９万９，

０００円とするとともに、介護老人保健施設事業において企業債償還金２，

４６５万円を計上し、支出総額を１１億６，８１４万９，０００円としております。 

 なお、病院事業におきましては、年利５％以上の企業債の残額８億２，９８０万

４，０００円の保証金免除繰上償還を予定しており、この財源として借換債８億２，

９００万円を措置することといたしております。 

 これらの結果、差し引き不足をいたします額８，９１６万３，０００円について

は、当年度消費税資本的収支調整額及び過年度損益勘定留保資金で補てんするもの

であります。 

 議案第２３号は、平成２１年度美祢市公共下水道事業会計予算についてでありま

す。 

 平成２１年度において、業務の予定量として、下水道使用戸数３，７２５戸、年

間総排水量を９４万７，００５立方メートルと見込んでおります。 

 まず、収益的収支につきましては、収入では営業収益１億６，７２８万６，

０００円、一般会計からの補助金の営業外収益３億２，８１９万９，０００円を計

上し、収入総額を４億９，５４８万５，０００円とし、支出では、営業費用３億

７５８万円、営業外費用等１億６，０８９万５，０００円をそれぞれ計上し、支出

総額を４億６，９４７万５，０００円といたしております。 
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 この結果、収益的収支は、当年度純利益２，７７８万７，０００円を見込み、前

年度繰越利益剰余金と合わせ当年度未処分利益剰余金は２，８９５万３，０００円

になる見込みであります。 

 次に、資本的収支につきましては、収入では、汚水管布設工事等に充当する企業

債１億９，８７０万円、汚水管布設工事等に対する国庫補助金３，１５０万円、一

般会計補助金、受益者負担金など、２億８，３１５万２，０００円を計上し、収入

総額を５億１，３３５万２，０００円といたしております。 

 支出では、汚水管布設工事等として１億５，２４２万３，０００円、企業債償還

金として５億４，６４７万３，０００円を計上し、支出総額を６億９，８８９万６，

０００円とするものであります。 

 この結果、資本的収入額が資本的支出額に対し不足をする額１億８，５５４万４，

０００円については、当年度消費税資本的収支調整額５６３万７，０００円、損益

勘定留保資金１億７，９９０万７，０００円で補てんをするものであります。 

 今後の事業経営に当たりましては、地方公営企業の基本理念に基づき、経営の安

定に努め、公共の福祉の増進、サービスの向上など、市民の皆様に信頼される公共

下水道事業を目指し、一層努力をしてまいる所存であります。 

 議案第２４号は、美祢市個人情報保護条例の一部改正についてであります。 

 これは、旧統計法が全部改正されるとともに、統計報告調整法が廃止され、公的

統計の体系的整備が図られた新統計法が、平成２１年４月１日から施行されること

に伴い、所要の改正を行うものであります。 

 議案第２５号は、美祢市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例の一部

改正についてであります。 

 これは、美祢市有線テレビ放送施設の伝送路を高機能化するため光ファイバーに

変える工事をし、伝送路形態が光ファイバーと同軸ケーブルの混在をする現在の方

式からすべて光ファイバーによる方式へ変更となったことに伴い、保有をする機器

の内容に変更が生じたため条例の一部改正をするものであります。 

 議案第２６号は、美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正につ

いてであります。 

 今回の改正は、人事院勧告に基づき、国家公務員の勤務条件が変更されたことに

準じて本市職員の勤務条件を変更することに伴い、所要の改正をするものでありま
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す。 

 勤務条件の変更は２点ありますが、その１点目は、国においては平成２１年４月

１日から１日の勤務時間が８時間から７時間４５分に短縮されることとなり、山口

県及び県内すべての市においても同様の対応を予定されておることから、本市とい

たしましても、これに準じて職員の勤務時間の変更を行うものであります。 

 ２点目は、国においては、平成２１年４月１日から医師の初任給調整手当の支給

限度額を引き上げ、医師の給与総額を増額させて医師の確保対策とすることとされ、

山口県も同様の対応を予定されていることから、本市といたしましてもこれに準じ

て医師の初任給調整手当の支給限度額を引き上げるものであります。これらの勤務

条件の変更に伴い、関連する三つの条例、美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例、美祢市職員の育児休業等に関する条例、美祢市一般職の職員の給与に関する

条例について所要の改正を行うものであります。 

 議案第２７号は、美祢市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてで

あります。 

 これは、生活保護事務に従事する職員に支給している月額４，５００円の特殊勤

務手当について、給与の適正化を図るため、業務実績に応じて日額３００円の手当

を支給するよう、条例の一部改正を行うものであります。 

 議案第２８号は、美祢市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定についてで

あります。 

 平成２１年度の介護報酬改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するため、国

は市町村に対し、緊急特別対策として、当該改定による平成２１年度の保険料上昇

分の全額及び平成２２年度の保険料上昇分の半額に相当する額を交付し、保険料の

軽減を図ることとしています。 

 当該交付金は、平成２０年度に交付され、次期計画の介護給付費及び予防給付に

要する費用に充てることから、交付金を受け入れるための美祢市介護従事者処遇改

善臨時特例基金を設置する必要があるため、本条例を制定するものであります。 

 なお、この条例は、公布の日から施行し、平成２４年３月３１日にその効力を失

うものであります。 

 議案第２９号は、美祢市公民館附設社会学級等授業料徴収条例の廃止についてで

あります。 
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 社会学級は、昭和２０年代から学ぶ機会の提供を目的として、公民館に設けられ

た茶華道、洋和裁学級であります。 

 市が講師の謝金を負担し、受講生より授業料を徴収し運営をしてまいりましたが、

本年度には２公民館附設の３学級が閉講し、すべての社会学級がなくなりました。 

 なお、民間や自主サークルなどの各種教室の充実した現在では、この学級の目的

は達成されていると考えられるため本条例を廃止するものであります。 

 議案第３０号は、美祢市長登銅山文化交流館の設置及び管理に関する条例の制定

についてであります。 

 長登銅山文化交流館は、現在、美東町長登に建設中でありますが、この３月末に

は完成する予定であり、この施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めること

を目的として、新たに条例を制定するものであります。 

 長登銅山文化交流館の設置は、長登銅山跡出土遺物や、明治維新の大田・絵堂戦

役の遺品を初め、秋吉台地域の文化資料を展示するとともに、文化財の保護を図り

ながら、地域文化活動の推進や交流人口の増大を目指し、地域の活性化を図ること

を目的としております。 

 議案第３１号は、美祢市介護保険条例の一部改正についてであります。 

 現在、介護保険事業につきましては、合併前の旧市町がそれぞれ策定した第３期

介護保険事業計画をそのまま引き継ぎ、介護保険料も、経過措置として、旧市町の

保険料をそのまま引き継いでおりますが、今回、平成２１年度から２３年度までの

第４期介護保険事業計画を策定し、第１号被保険者の保険料を統一、改正するもの

であります。 

 改正の内容は、これまで６段階に設定をされていた保険料の段階区分を７段階と

し、基準保険料を４万７，４００円として、保険料第１段階を２万３，７００円に、

第２段階を２万３，７００円に、第３段階を３万５，５５０円に、第４段階を４万

７，４００円に、第５段階を二つの段階に区分し、合計所得金額が１２５万円未満

の人を新第５段階として５万２，１４０円に、合計所得金額が２００万円未満の人

を新６段階として５万９，２５０円に、合計所得金額２００万円以上の人が対象と

なる第６段階を新７段階として７万１，１００円に改正するものであります。 

 また、平成１８年度から講じられてきた激変緩和措置が平成２０年度で終了いた

しますので、激変緩和措置にかわる負担軽減策として、第４段階に該当する人のう
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ち公的年金等収入及び合計所得金額の合計が８０万円以下の人は、特例措置第４段

階として４万２９０円とする旨、附則に定めるものであります。 

 この改正により、次期基準保険料を、現行の基準保険料と比較しますと、美祢区

域では３，６００円、率で言うと７．１％の減少、美東区域では２，４００円、率

で４．８％の減少、秋芳区域では２，４００円、率で５．３％の増加となります。 

 なお、この条例は、平成２１年４月１日から施行するものであります。 

 議案第３２号は、美祢市小規模企業者融資制度に関する条例の制定についてであ

ります。 

 市の融資制度については、現在、合併前の旧一市二町の条例、規則を暫定施行し

ていることから、利子補給や保証料補給については、旧一市二町でそれぞれ相違が

あります。 

 このため、融資制度を一本化し、市内全域に適用するため、新たに条例を制定す

るものであります。 

 なお、この条例の制定に伴い、暫定施行している美祢市小企業特別融資に関する

条例等の３条例は廃止するものであります。 

 議案第３３号は、美祢市道の駅おふくの設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついてであります。 

 道の駅おふくの温泉は、平成１８年度にボーリング工事を実施をし、現在、源泉

かけ流しの温泉として運営しているところであります。 

 この源泉は、毎分１．５トンの豊富な湧出量があり、余った水は放流をしている

ところですが、この余剰水を有効に活用するため、アグリ山口株式会社が道の駅裏

で建設中でありますブルーベリー農園の用水として使用させることとし、その利用

料金の基準額を定めるため、一部改正を行うものであります。 

 議案第３４号は、山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び規約の変更についてであります。 

 これは、平成２１年３月３１日をもって柳井地区広域事務組合が解散するため、

地方自治法第２９０条の規定により、同日付で柳井地区広域事務組合を山口県市町

総合事務組合から脱退させるため、規約の一部を変更することについて、市議会の

議決を求めるものであります。 

 議案第３５号は、美祢市過疎地域自立促進計画の一部変更についてであります。 
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 このたび、美祢市過疎地域自立促進計画の観光またはレクリエーション事業等の

計画について一部を変更したいので、過疎地域自立促進特別措置法第６条第６項の

規定により、市議会の議決を求めるものであります。 

 以上、提出をいたしました、報告１件、議案３５件について、御説明申し上げま

したが、よろしく御審議の上、御議決を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（秋山哲朗君）  これにて、提案理由の説明を終わります。 

 この際、暫時休憩をいたします。 

 なお、議員の皆さんは、１３時より議員全員協議会を開催いたしますので、委員

会室にお集まりいただきますよう、お願いいたします。 

 協議事項につきましては、特別委員会の設置についてでありますので、よろしく

お願い申し上げます。 

   午後０時０４分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午後１時２８分再開 

○議長（秋山哲朗君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより、報告並びに議案の質疑に入ります。 

 日程第３、報告第１号損害賠償の額を定めることに関する専決処分についての質

疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 以上、報告第１号を終わります。 

 日程第４、議案第１号平成２０年度美祢市一般会計補正予算（第４号）の質疑を

行います。質疑はありませんか。岡山議員。 

○２番（岡山 隆君）  議案第１号の平成２０年度の美祢市一般会計補正に関してで

あります。 

 これに関しては、ページ、２９ページの中で定額給付金、この事業に関して、定

額給付金４億６，６００万円、そして、人件費等諸経費が入って４億７，５００万

円程度が計上されています。そういうことで今後常任委員会で深く審議されること

と思っておりますけれども、きょう、ここでは今後必要人員、その手当というのは

この中に入っておりませんけれども、そういった必要人員、きょうも、国の第２次
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補正予算関連法案が近日中に通るのではないか、そういうニュース報道もされてお

りまして、確実に私は、これは実施されるものと確信しておるわけでありますけれ

ども、そういったことで市庁舎内で今後どういう態勢で実施体制を進められていく

か、その件だけ、さわりだけ教えていただければ。よろしくお願いいたします。 

○議長（秋山哲朗君）  佐々木課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木郁夫君）  岡山議員の御質問にお答え申し上げま

す。 

 定額給付金にかかる実施体制、組織体制というふうなお尋ねであろうかと思いま

す。給付の実施体制につきましては、定額給付金対策室というような組織は特には

設ける予定にしてはおりません。市役所内の関係部署ごとで給付リスト作成業務、

一つには今言いました給付リストの作成業務、または、申請書等郵送業務、または

口座振込業務といった三つの作業チームを編成する予定でございます。また、窓口

業務といたしまして、本庁、それから美東総合支所、そして、秋芳総合支所で窓口

のチームを編成する予定でございます。こうした各チームが連携をいたしまして、

給付事務に当たることとしているところでございます。そして、取りまとめは企画

政策課のほうで行うことになっております。 

 特に、市民の皆様からの相談等に適切に対応していく必要がございます。本庁に

は１階のほうに特設カウンターを設けることにしております。また、美東総合支所、

秋芳総合支所にも窓口業務を設けるわけでございます。そして、市内にあります各

出張所においても受付または相談等に応じる予定にしております。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  岡山議員。 

○２番（岡山 隆君）  ありがとうございます。これからいよいよ本格的に申請業務

等多々、庁舎内での実施されることが大変な状況になると思いますけれども、どう

か今後ともこの給付または申請給付に関しましては無事故で行っていただきたいこ

とを御要望して終わります。ありがとうございます。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか質疑はございませんか。有道議員。 

○３番（有道典広君）  特に異論はございませんが、民生費の児童福祉費と保険給付

の出産育児諸費とかそういうものを見ますと大いに減額されておると思います。ま

あ、児童の減ったというのもありましょうし、出生のほうは特に３５％以上の減額
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になっております。この辺は今後の予定というか、減ったのですから予定というこ

とはございませんけど、取り急ぎどのぐらい生徒が減っているのかとか、出産予定

が例えば何人だったのがこのぐらいだったとかいうのが御説明いただければと思い

ます。その後でもう１回ほど質問させていただきます。 

○議長（秋山哲朗君）  阿野部長。 

○市民福祉部長（阿野繁治君）  有道議員の御質問にお答えします。 

 今、御質問がありました保育園あるいは出産等についての減額でございますが、

これは、あくまでも本年度の実績見込みに基づいた減額でございます。当初もう少

し予定しておったようでございますが実績としてこれしか上がっていないというこ

とでございます。今、質問の中にありました子供の数がどのぐらいかというのは、

手元に資料を持っておりませんので、今、この場でちょっとお答えはできませんけ

ども、また何らかの形でお答えをさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  有道議員。 

○３番（有道典広君）  子供の出生のほうもそれで。 

 まあ、私が申し上げたいのは、別に減額でどうのこうのと言うんじゃなくて、こ

れほど予定に達しないほど出生が少ないとか、今からの、先ほどの市長の施政方針

にもありましたように人口・定住等をふやすということで、こういった金をでき得

れば人口をふやすために子供ですね、養育するための費用としてのもっとそちらの

ほうを充実しないと、こういうことが再々起きるのではないかと危惧しておる、そ

のための質問しておるんですが、その辺も簡単ではよろしいですから答えていただ

ければと。 

○議長（秋山哲朗君）  有道議員、今、阿野部長が言われたように、所管の委員会と

いう、所属の委員会であろうかと思うんです、そのときまでに今の数字とかってい

うのはいいですか。今ここでなかなか数字が出ないということですので。 

○３番（有道典広君）  私も教育民生委員ですから、その辺はよくわかりますけど、

美祢市の人口定住を図るためにこの辺がちょっと、その辺の予算をほかに回せるん

じゃないかというのを委員会レベルの話でいいかもしれませんけど、それがちょっ

と気になりまして、本年度の予算と絡めてちょっと御質問させていただいた次第で

す。 
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 まあ、今、議長が言われたように委員会でも結構ですけど、まあ言えれば、発言

できれば今でも結構ですけど。 

○議長（秋山哲朗君）  阿野部長、こたえられる範囲で。 

○市民福祉部長（阿野繁治君）  まことに申しわけございませんけども、手元に資料

がないので、あんましここで自分の思いだけで言葉を出しますとまた話が食い違っ

ちゃまずいところがございます。委員会までにこのほうは整理して、また委員会の

ほうで、きちんと御説明をさせていただきます。 

○議長（秋山哲朗君）  よろしいですか。そのほか質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第５、議案第２号平成２０年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第６、議案第３号平成２０年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第２号）

の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第７、議案第４号平成２０年度美祢市老人保健医療事業特別会計補正予算

（第１号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第８、議案第５号平成２０年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第９、議案第６号平成２０年度美祢市簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 
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 日程第１０、議案第７号平成２０年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計補正予

算（第１号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第１１、議案第８号平成２０年度美祢市水道事業会計補正予算（第１号）の

質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第１２、議案第９号平成２０年度美祢市病院等事業会計補正予算（第２号）

の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第１３、議案第１０号平成２０年度美祢市公共下水道事業会計補正予算（第

１号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第１４、議案第１１号平成２１年度美祢市一般会計予算の質疑を行います。

質疑はありませんか。南口議員。 

○２１番（南口彰夫君）  平成２１年度一般会計、特別会計予算書、これですね、こ

れでええやろ。 

 で、ところがちょっと省略させていただきます。こちらに非常に簡単なほうがあ

りますので。１５７億、約。非常に苦労されて予算を組まれたなという思いがいた

します。とりわけ妊婦の健康診査、健診回数を５回から１４回にふやすなど、母子

保健推進費として計上しておるということで、これまでにない新たな取り組みだと

思います。三好議員、とってもよかったね。感謝の気持ちをあらわす。ということ

で非常に苦労されて予算が組み立てられているということはわかるんですが。 

 そこでお尋ねをしたいのは、指定管理者の予算がそれぞれの課で組まれています。

しかしながら、この指定管理者にかかわって、とりわけ観光部のところでお尋ねを

したいんですが、家族旅行村の先般、臨時議会が開かれて、家族旅行村にかかわる

議論がなされました。その後、この議論の経過を踏まえて順調に船出がすればとい
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う思いであったんですが、その後、私のところにたくさんの意見が寄せられていま

す。実際に赴いて調査もしました。その中でどうしても疑問が残るのは、先ほど情

報交換室のほうに、これにかかわる情報公開の資料請求もしてます、それから、せ

んだっていろんな事業にかかわってますので県のほうの情報公開室も含めて議会で

求めても得られないようなものが情報公開条例に基づいてどの程度資料が出される

のかも含めて、既に資料請求をしていますので。しかも、慎重にお答え願いたいの

は、この調査の経過の中で必要であれば刑事事件、民事事件も含めて告発・告訴す

るということを前提に私のほうは検討しております。専門家も含めて。ですから、

ここで私の発言も含めて執行部の答弁は必要であれば法廷に証拠として提出するこ

とがあり得るということを前提に答弁願いたいと思います。 

 質問の第１点で、この家族旅行村をめぐって大きな利益が出ていた。大きな利益

が出ていたのに外されたというのが、せんだってありましたが、本来、指定管理者

が私もかつて経験していますが、３２施設のかかわる指定管理者やいろんな業務に、

福祉にかかわる委託業者もかかわって、本来行政の委託事業や行政処分による事業

は大きくもうかるということが予算上もシステム上もあり得んと思っている。とこ

ろが、たくさんある程度、もうかっていたものを取り上げられたというような事実

があるのか、ないのか。 

 それから、もう一つは、全く反対のことなんですが、秋芳町の上利町長の時代に

年度末精算があるということを前提にやられている。ところが、上利町長、中本町

長に引き継いでも精算がなされなかったために指定管理者である、森林組合でしょ

うね、恐らく。大きな損失を出した、それの補償を新市長に求めたところ約２，

０００万の要求をした、その要求が脅迫なのかどうかは私もわかりません。で、そ

ういう事実があったのか、なかったのか。 

 しかも、これまでの２年度の報告実績に基づいて大きくもうかるということがあ

り得るのか、それとも大きな損失を出すことがあり得るのか、大体トントンぐらい

でいくのが現実なのか。そこをこれから先、指定管理者や委託事業、いろんな公共

事業にかかわる人たちには大きな問題になってくると思いますので、その辺を慎重

に御答弁を願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  山縣部長。 
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○総合観光部長（山縣博行君）  それでは、只今の南口議員さんの御質問にお答えを

いたします。 

 今、御質問のございました家族旅行村をめぐるいろいろな利益なり精算がされて

おるというふうな、しかも、旧秋芳町時代のいろんな経緯もお話になりましたけれ

ど、今、私のこの場でそれに対するはっきりとしたお答えはできません。私もそう

いう今から調査をいたまして、いろいろと聞いてみたいとは思いますけれども、今

この場ではっきりとお答えをすることはできませんが、また委員会なり、その後お

答えをいたしたいというふうに思います。 

○議長（秋山哲朗君）  南口議員。 

○２１番（南口彰夫君）  ある程度、後日、一般質問もありますし、当然、予算委員

会の中で審議されると思うんです。それぞれの予算で本当に管理運営ができるのか、

適正な。そこも含めてよく精査されていただきたいと。 

 で、せんだって県の情報公開の関係で赴きました。まあ、余りこういう席ですか

ら、だれがどうというわけじゃないんですけど、またですかという発言が出たんで

す。ですから、私より先に既に調べている人がおるならということをふと感じまし

た。ですから恐らく美祢市は幾つかの行政訴訟を抱えています。新たな行政訴訟を

準備されるだろうと思うんです。私は、かつてここで、この本会議場で１００条委

員会を設置して証人喚問まで行いました。そのときにそれにかかわる刑事処分も含

めて手続をしたんですが、そのときにあいまいな処理をしたなと深く今反省をして

います。ですから、この際、この議会で事実関係をできる限り明らかにする。しか

しながら、地方自治法と美祢市の会議規則では、事実を明らかにすることはできて

も１５７億という予算にむらがる不逞のやから、これを処分することはできんので

す。処分することができるのはあくまでも警察並びに裁判所なんです。ここで明ら

かにしていかなければ最終的な片がつかないのかなと私は思っています。そういう

ことも含めてよくきちんとした整理した調査と報告をお願いをして質問にかえます。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか。大中議員。 

○２０番（大中 宏君）  この一般会計等のいわゆる新年度予算を見ますと、他に比

べていわゆる美祢市は一般会計でマイナスの０．６％と、市税がマイナスの３．

６％ということで、いろんな予算関係を見ますと、よその市、県はもちろんですけ
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ど、いわゆる法人税等が非常に落ち込んでおるという今の状況の中で、果たしてこ

れぐらいの数字で歳入面においてきちんとした堅実な予算が立てられているかどう

かというふうな点に若干疑問を感じるわけです。国の財政も非常に厳しいし、また、

第三セクターあるいは観光関係なんか、病院についても非常にこの数字から見ても

若干甘いのではないかというふうな感じも受けるわけです。これは、しかとした根

拠がないのではっきり言えませんけど。で、予算については特別委員会が設定され

ますし、しかしながら市長さんがそれに全部参加されるということは非常に不可能

と思いますので、市長さんがおられますのでこの席ではそういうふうな質問をさせ

ていただきたいというふうに思って質問するわけですけど。 

 そういうふうな歳入面についてかなり絞った形でやっておられるかどうか。それ

から、歳出面ですけど、教育関係予算が非常にこれは、特に最近、ＰＴＡとか後援

会とかに非常に事業費を依存する率が高くなってるんです、年々高くなっています。

教育予算というのが非常に削りやすいので、こういうふうな面にもかなり無理なし

わ寄せが寄っているんじゃなかろうかと。当初請求に対してどの程度カットされた

かというような面もこの数字の中ではあらわれてない、隠れた予算請求をされた面

が多々あるんじゃないかと思います。それから、教育予算だけでなしに一般的に見

て当初請求予算の中でかなり落とされた面もあると思います。重要なものもあると

思います。私の聞いた範囲内では今まで盛んにやってきた事業が残念ながら予算化

されてないので２０年度で打ち切らなきゃならないだろうかと。どうでもできなけ

りゃ予算はつかなくてもいわゆるボランティア活動ででもその活動は続けていきた

いがというようなこともあるわけです。そういうふうな点について、もしお答えが

できればお願いいたします。 

○議長（秋山哲朗君）  ちょっと。大中議員、先ほどの予算審査特別委員会の委員長

さんが決まりまして、先ほど打ち合わせをさせていただきました。そして、このた

びの予算審査特別委員会につきましては、予備日を含めて４日間という日にちを設

けておりまして、その日の１日は総合審査ということで総合的な質問を市長が受け

られるような予定を今組もうというふうに思っておりますので、そのときにトータ

ルで質問していただけたらと思いますけど。 

○２０番（大中 宏君）  市長が出られるなら結構です。 

○議長（秋山哲朗君）  総括で出てもらうようにしておりますので。 



- 41 - 

○２０番（大中 宏君）  はい。わかりました。 

○議長（秋山哲朗君）  よろしいでしょうか。 

○２０番（大中 宏君）  はい。 

○議長（秋山哲朗君）  今の質問についてはそのときでいいですか。 

○２０番（大中 宏君）  結構です。 

○議長（秋山哲朗君）  そうですか。河村議員。 

○２５番（河村 淳君）  市長さんにちょっとお伺いをお聞きしたいというのは、施

政方針で市長さんは七つの柱を掲げて取り組むということでございましたが、要は、

４番目の産業活性化、活力にあふれたまちづくりということの中に、いつも私が懸

念しておりました十文字の活用に向け企業誘致等の取り組みに着実に行ってまいり

たいというお考えをここで述べられている。述べられておる割には予算化ができて

おらん、そういうことが一つありますし。これを私がこういうことを言うてええか

悪いかわからんが、旧美東町の町長からも引き継ぎがあったと思いますが、萩・小

郡間の──小郡・萩間の道路の高規格道路につきましては、歴史から言うと、はあ、

十七、八年前、この任用道路の結局推進協議会というものを美東町がこれは発起で、

美東町町長が会長、萩市が副会長、小郡が副会長というようなシステムでこの推進

協議会が立ったわけ。へで、今現在工事が進んできておると。特にこのたびの

２１年度にはジャンクションと十文字インターが完成ができるとなっておるわけ。

これについて今まで県・国からの要望も建設省のほうにも美東町から行ってまいっ

ておったわけですが、そのときに十文字インターができるちゅうのは、これは開発

をするがための行政の開発インター、へで、わざわざそこで土地も買うてある。土

地今から買うわけじゃない。じゃからそういうことがでておる関係上、完成が

２３年には国体までには大体全通供用開始という目標がなされておる。まだ美祢市

についちゃ何も手をつけちょらんと。これでは今からの県・国に対して、市として

ももうちょっと前向きな姿勢を持っていただきたい。何かの図面等、計画図等を書

かれて県とか国に要望するならええけど、つい一つ頼んだということではだめと。

特に委員会でも、特別委員会でもこのたび現地も視察して前向きに検討しようとい

うように今なっております。じゃから、市としても、市長としても、これはあくま

でも、もうちょっと力を入れられてやっていただきたいと思いますが、具体的に市

長のお考えがあれば述べていただきたい。 
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 以上。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  河村副議長の御質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 河村副議長におかれては、旧秋芳町の時代より非常に御熱心に十文字原開発に取

り組んでおられます。（発言する者あり）失礼しました。美東町。別に上がってお

るわけじゃありません。言い間違えました。本当に旧美東町、今おっしゃった高速

道路と、小郡・萩高規格道路、ジャンクションができます。そのすぐ近くに大量の

土地が旧美東町で購入をしておられるということで、これから新生美祢にとって十

文字原の開発というのは大きく命運を左右する一つになるだろうというふうに私も

認識をいたしております。 

 そこで今、河村副議長がおっしゃいました言葉をお伺いすると、いかにも私が何

もしてないように聞こえましたので、ちょっと言わせていただきますけども、実は

今週の月曜日に知事、ニ井知事のほうに、お忙しい中、御迷惑でしょうけれどもお

伺いをいたしまして知事室で恐らく４０分ぐらい話をさせていただきました。その

中で今の十文字原についてもいろいろ今後の開発について話をさせていただいてお

ります。その後、また御迷惑でしょうけれども、副知事の部屋に入りまして、合わ

せて１時間以上いろんな話をさせてもらいましたが、やはりこの十文字原について

話をさせていだきました。 

 今この２０年度予算に数字が上がってないというふうにおっしゃいましたけれど

も、これは政策的なものでございます。ということは、私がいろんなところでいろ

いろと動いており、話をさせていただいております。そういうものは表に出てきま

せんけれども、市として私もこの市の首長として一生懸命取り組んでおるというこ

とを御理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  よろしいでしょうか。 

○２５番（河村 淳君）  今のお答えいただきまして、まあ、前向きで考えておると。

予算には上げておらんがそのうち上げるということでしょうが。要は、これについ

て私が申し上げるまでもなく、この美祢市の発展ということを考えた場合、大変交

通アクセスのいい所であって、これを開発することにおいて人口もふえるかもわか

らん。私の美東町時代に要望してきたことは、公共施設等を持ってきたらどうかと、
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ミニ農業大学、あるいは県の試験場あるいは企業、企業は今不景気になっておりま

すが、これにも今の今現在企業がおられる所に十文字についちゃ大変このインター

ができることよって製品を運ぶについても大変ありがたいええことになって、今度

は小郡まで出てインターに乗ったり美祢で乗ったりしよったが、この十文字で上が

られるから企業としての製品を輸入、輸出等もありましょうが、大変ありがたいと

いうことは地元で聞いております。そういうこともありますので、どうか山口県で

もここがへそじゃから、真ん中。やから宇部も近いし山口も近い、小郡も、新幹線

も近い所ですから、これをしっかり今県のほうの県知事とも会われていろいろお話

もされたということですから、大変ありがたく思っておりますし、また議会のほう

としても一緒に頑張っていきたいと。 

 以上で、意見で終わらせていただきます。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか質疑はございませんか。西岡議員。 

○１１番（西岡 晃君）  今、河村副議長が十文字原の件、地元の件を少しお話され

たので、若干私も豊田前地元でございますので、その話をさせていただければと思

いますが。 

 市長におかれましては、施政方針演説の中で十文字原というのは言葉に出てまい

りましたが、美祢社会復帰促進センターという言葉は出てこなかったということで、

ちょっとがっかりしてるところでございますが。今後総合計画の中では、この豊田

前地域、西部、美祢市の西部においては、あそこの開発を含めてやっていくという

ことがうたわれるかと思いますが、予算を見ますと昨年ついていた予算がことしは、

ついていないと。あそこに関するどういった方向性をしようかという予算がついて

いないということで見ておりましたが、当初開設したときに約束事項として病院の

診療所を一般開放していくと。それもまだ現実今のところはできていないのが現状。

また、いろいろな地域住民からの要望を今着実に進めていっていただいているのが

現実あると思いますが、これについてどのようなことを進めていくかということの

予算をつけていただきたかったなというのが一つなんですが、その辺の大きなお考

え、細かい内容については予算委員会でお聞きしたいと思いますが、今後どういう

ふうな方針でいかれるかということのお考えがあればお聞かせ願いたいというふう

に思います。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 
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○市長（村田弘司君）  西岡議員の御質問ですが、今の病院の件です。豊田前地区に

は高田医院という非常に優秀なドクターがおられて、現在、閉院をされたというこ

とで地元で不安に思っておられる方もいらっしゃるということ重々承知しておりま

す。それと社会復帰促進センターの施設内に、住民の方、ですから外部に向けた診

療施設を併設をしておるということですね。実際には産婦人科医のドクターを招聘

をして収容されておられる方、それと外部の方、両方の対応をしていただくという

ふうな特区の位置付けでやってきておって、旧美祢市の時代から努力をしてまいり

ましたけれども、御承知のように特に産婦人科医の確保が非常に難しいというより

もほぼちょっと絶望的な状態であるということでございます。それに併せて、じゃ

あ、通常の内科とか小児科とかそういうことができるドクターが招聘できないかと

いうことで、現在いろいろ当たりをさせていただいております。 

 これについては、その辺が実現化するかどうかというのが、今全体的なドクター

が不足しておりますので、要らん期待を地元の方に持っていただくと非常に不安を

与えますので、我々、私を含めて病院サイドも非常に一生懸命動いているというこ

とは御理解を賜りたいと思います。 

 それと、今の社会復帰促進センターを中心とした振興策のあり方ですけれども、

御承知のように今、竹材、それからタケノコの水煮等を含めた特産品をあそこの周

辺でやらせていただく、刑務作業をやらせていただくということで、この美祢市の

特産品をつくり上げるというのは交流拠点都市含めてという中で非常に重要な位置

づけを持っておると思ってます。なかなかこの美祢というのは、例えば美東の赤郷

のゴボウとか於福のサラダホウレンとかいろいろありますけれども、なかなか加工

品としての特産品がありますけれども、まだ交流拠点都市としては不足しているか

なというふうに思っています。ですから美祢市の産出される産品を使って農産品で

す、それからその他の物を含めますけれども、それをもって交流拠点都市としてふ

さわしい特産物をつくり上げていきたいという思いもあります。それはやはり今の

刑務作業を使わせていただことも大きな柱になりますので、それをもってあの地域

の振興、これは大きな美祢市の振興になりますけれども、大きな美祢市の振興のた

めに豊田前を含めた、ですからその施設としての社会復帰促進センターを協働して

いきたいというふうに思っています。 

 それと、今、交流施設を地元のご要望によって持ってますよね、あれも実際に今、
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私、開所式にも行かせていただきましたけれども、できてみたら若干施設的に大き

さがどうかなというものがありますけれども、地元の方が農林産物とか持ち込まれ

て一生懸命やっておられるのもよくわかっております。その中に今申し上げた物も

含めてやっていきたい、そして農林産物を出していただく、まあほかのことがある

かもしれません。それも豊田前の方にいろいろ御協力を願うことがあろうかという

ふうに思っておりますので、全体的なことを考えて、その上で社会復帰促進セン

ターと我々の共存のあり方というのを一生懸命考えていきたいというふうに思って

おります。御理解を賜りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  岡山議員。 

○２番（岡山 隆君）  平成２１年度の美祢市の一般会計予算の件についてですけど、

先ほど２０年度の一般会計の補正ということで補正が行われております。このたび

の国の交付金、第２次補正予算で地域活性化生活支援特別交付金という形で、この

美祢市においても４億３，７００万円ほど、たしか入ってきたと思っております。

これで、これについては先ほど申し上げましたけれども、２０年度の一般会計の補

正にも入れられ、そして、また、２１年度に関して繰越明許費という設定のもとで

また２１年度予算に入っていると思っております。非常に私たちのこの美祢市の生

活されている皆様のためにとって非常に有益な交付金であると考えております。そ

ういった意味におきまして、この２１年度の一般会計の予算に組み入れられている、

この中で具体的にどこに重点を置いて入れられているか、その件だけ少し教えてい

ただければいいかなと思っています。 

○議長（秋山哲朗君）  岡山議員、平成２１年度の重点事業というのは、これは、あ

ると思うんですよね。それが主だと思うんですけども、この中からまだどれかとい

うことですか。 

○２番（岡山 隆君）  それで入っておると思いますけれども、特に重点的に４億３，

０００万円程度が使われるのかっていうことです。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  岡山議員の御質問ですが、今、議員の方々、皆さん、予算の

概要、一覧にした物を皆さんお持ちだろうと思います。この中の２３ページに、Ａ

３タイプに広げられますね、上がっております。これについては今の私が所信表明
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演説のときに申し上げましたけれども、七つの柱がそのまんま簡略に記載をさせて

いただいてます。この中の右側になりますが四つ目になりますか、産業の活性化、

活力にあふれたまちづくりというところを見ていただきましたら新規事業がずらり

並んでおりますね。──並んでおりますね。ふるさと雇用再生特別交付金事業１，

２５０万円、それから、緊急雇用創出事業８０６万４，０００円、人材企業育成活

性化事業１，０００万円、雇用奨励金２４０万円等々、この現在の交付金事業がこ

の社会経済情勢、世界含めて、日本はもちろんですけども、それに対応するための

雇用の創出、それから、企業を活性化するために国のほうから特段の措置としてや

られる事業でございますので、強いて言えばここにあるということが言えるかと思

いますけれども、現実的には、この雇用創出とか、それから企業活性化ということ

は市の行政施策全般のことにかかわってきますのでその中にいろいろ入っておりま

す。ですから特にどこかとおっしゃられれば、この産業の活性化、活力にあふれた

まちづくりの中に重点的に含まれておるというふうな御説明をするようになります。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  岡山議員。 

○２番（岡山 隆君）  概略わかりました。あと、その他、新規事業で交流拠点都市

を目指して観光立市とか、新という形で新規事業を書いておりますけれども、そう

いったところも当然入ってくるということでよろしいですね。──はい。了解しま

した。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  山本議員。 

○１５番（山本昌二君）  すいません。時間も来ておりますけれども、ちょっと、き

ょう、市長さんがいらっしゃいますので、ちょっと最近の２０年前に誘致、企業誘

致で美東町に立地した会社の状況の関係を、ちょっと、きのうもお会いして、涙ぐ

んで社長からお話があったんですが、また、市長さんにも話をしておこうという話

をしておるわけですが、実は４ページに今関連した質問になるかと思いますが、

４ページの中ほどに世界的な経済不況云々で、最後には早急に実施しますという、

その項目で市長さんがここに新で新しい項目を述べられましたが、実は非常に、自

動車関係の会社なんですが、御承知のような状況で非常に苦労しておる。もちろん

親会社も苦労しておるわけですが、その下請として入ってきた当時、県の進出企業
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として入ってきた２社も非常に苦労して、解雇しなければならない状況に今置かれ

ておるわけです。で、もうそうしたことでいわゆる都会から帰ってくる離職者とい

うんですか、解雇された人が帰ってくる人もあろうかと思いますけども、やはりこ

うした地元に立地しておる企業のやはりいつまでも、いつまでも地元の企業である

し、また、地元の人も雇用しておりますので、この辺の何といいますか、策をここ

に書いてありますように雇用奨励金事業とか離職者緊急対策融資事業いろいろあり

ますけれども、こうした市内に立地しておる企業のいわゆるそういう状況もよく把

握していただきまして、この辺のお助けをしていただけたらと。当然地場産業もた

くさんございますけれども、そうした非常に苦労しておる会社もありますのでよろ

しくお願いしたいというように思います。 

 少し市長さんの御答弁をいただきたいと思います、でないと質問になりませんの

でよろしくお願いします。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  山本議員の御質問にお答えを申し上げます。 

 今、４ページとおっしゃったのは施政方針のことですかね。──施政方針のこと。

今、岡山議員の質問にお答えを申し上げた、今、４番目の大きな柱の産業の活性化

～活力にあふれたまちづくり～のところのことをおっしゃったんだと思います

ね。──はい。 

 今、山本議員がおっしゃいました、非常に山本議員も美祢市を愛しておられて、

地元に進出をしていただいておる企業も大事というふうに思ってらっしゃるのがよ

くわかりました。その気持ちは私も当然一緒でございます。美祢市に進出をしてい

ただいて一生懸命経済活動をしていただいておる。そして、雇用の場をつくってい

ただいておる。そして、本社があるところについては法人市民税を納めていただい

ておるということで、非常に美祢市の活力の源でもあるというふうに認識をしてお

ります。 

 きょうの施政方針のときに申し上げたように、非常にむごいという言葉を使って

いいほどの──むごいというほどの言葉を使ってほどの非常に経済的な急務的な社

会的な状況が悪くなってきております。 

 特に、日本、それからアメリカにとっても最も柱になる、これは世界の産業の柱

でしょうけれども、自動車業界が苦しみに苦しんでおるという実情があります。か
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つてビッグスリーと言われましたＧＭ、それからフォード、クライスラー。フォー

ドは若干いいんですがＧＭ、それからクライスラーにおかれてはアメリカが破綻を

させないように今一生懸命踏ん張っておるとこですが、いつ破綻をしてもおかしく

ないような状況にあると。それに比べれば日本のはやっぱりいろんな企業がよく今

まで前の経済の不況のときに畳干されて耐える力を持っておられます、よく踏ん張

っておられるというふうに、私は日本の自動車関係も大したもんだというふうに敬

服しております。これほど悪くなっても破綻ということがありませんもんね、大し

たもんです。一生懸命やっておられる。そして、今言われたように下請、孫請の会

社ですね、我々地方にいろいろあります。特に自動車産業があります。大変苦しん

でおられると思います。そのほかの自動車産業じゃないほかの企業の方も市内にお

られるという事業体、大変だろうと思います。 

 というのが、私のほうも、あっこに資料がありますけれども、いろいろ法人の方

の調査をしまして持ってます。ですから山本議員がおっしゃいましたけれども、い

ろいろ調べて、状況を把握してほしいというふうにおっしゃいましたけれども、私

も勉強させていただいて、この予算を作成するときに資料として使わせていただい

ております。ですから状況もよくわかっております。しかしながら、我々は美祢市

として企業体そのもの経済活動にそのまま寄与することもできません。側面的に応

援をして差し上げる、それから働いておられる方に対して下支えをさせていただく

というふうなことしかできませんけれども、これも施政方針演説のときに申しまし

たけれども、長いトンネルになるかもしれません。しかしながら今我々が一生懸命

踏ん張って頑張っておれば、このトンネルを抜けた暁にはやはりよその地区に比べ

たら体半分、頭一つ前に出ておられると、状況にもっていきたいというふうに私も

頑張りたいと思っております。どうぞ議員もひとつ御助力を賜りますようにお願い

をして私の答弁とさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  三好議員。 

○６番（三好睦子君）  子育て支援の充実のとこ、２３ページなんですけど、この中

では先ほど南口議員も言いましたが、妊婦健診が現在５回から１４回に拡充と書い

てあります。それというのは、妊婦健診、妊婦健康診査特別対策事業として行われ

るそれらの関連だと思いますが、この事業というのは平成２１年の２月から２３年
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の３月までの２６カ月だけなんですが、こういった子育ての妊婦の健診はよいこと

なので、この県の補助に特別対策事業が打ち切られた時点でこれがなくなることの

ないようにしていただきたいと思いますが、市長さんのお考えはどんなんでしょう

か。 

○議長（秋山哲朗君）  阿野部長。 

○市民福祉部長（阿野繁治君）  三好議員さんの御質問にお答えします。 

 只今御質問にありました妊婦健診でございますが、これは確かに国の制度として

できたもので、２年間という一応の限度がございます。それにおきまして美祢市と

してもこれについては実施するということに──実施をいたします。そして予算化

しておるんですけども１４回の妊婦健診は実施させていただきます。ただ、この特

別対策が切れた後どうするのかということですが、それはそのときにまた状態を見

ながら考えさせていただきたいと。たしか三好議員さんの一般質問の中にも同じこ

とが書いてあって、そのような答弁になっておるかと私は思っておるんですが、こ

れにつきましてはその時期で、その時期がまいりましたら検討させていただくとい

うしか今現在では申し上げることができません。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  三好議員。 

○６番（三好睦子君）  定住促進、子供の子育て支援の、２年では少子高齢化の少子

化の対策にもなりませんし、２年だけ子供が増えればいいというわけではないと思

いますので、ずっと続けていただくようにお考えを再度聞かせてください。──お

願いいたしまして終わります。 

○議長（秋山哲朗君）  終わります、そうですか。御意見、一般質問されるというこ

とですので。 

○６番（三好睦子君）  私は健康保険と──妊婦健診のことではありません。国保と

障害児の身障のことでいたします。 

○議長（秋山哲朗君）  もし、今、阿野部長が言われた答弁だと思います。そのとき

になってまた考えるということになると思います。何かそれ以上答えられます。い

いですか。 

 村田市長。 

○市長（村田弘司君）  ちょっと要らんことを言わせていただきますけど、言われま
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したね、暑いですか。確かにこれから先の美祢市を考えた場合、これも施政方針演

説で申し上げましたけれども、やはりお子さんがいらっしゃる、若い方がいらっし

ゃるということがこの地域の未来につながっていきますので、この乳児の方、それ

から妊婦の方、そして子供さん、児童・生徒を育てていくこと、非常に大切と思っ

てます。これは今すぐ大切なことですし、今申し上げたように将来の美祢市を考え

たときに非常に大切というふうに思ってますので、２年間の時限的な国の施策でご

ざいます。しかしながら、今申し上げたような基本的な考えは私持っておりますの

で、恐らく２年後も市長でおると思いますので、現実的に我々が持っておる使える

お金と、そして、使っていくべきお金を考えながら、非常に考えながら、この予算

をつくっておりますけれども、その２年後もそれをしなくちゃいけません。そのと

きにやはり考え方とすれば冒頭申し上げた気持ちは私は強く持っておりますから、

今確約はできませんけれども、一生懸命その辺のことは考えさせていただく──い

うことで御理解ください。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第１５、議案第１２号平成２１年度美祢市国民健康保険事業特別会計予算の

質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第１６、議案第１３号平成２１年度美祢市観光事業特別会計予算の質疑を行

います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第１７、議案第１４号平成２１年度美祢市環境衛生事業特別会計予算の質疑

を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第１８、議案第１５号平成２１年度美祢市住宅資金貸付事業特別会計予算の
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質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第１９、議案第１６号平成２１年度美祢市老人保健医療事業特別会計予算の

質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第２０、議案第１７号平成２１年度美祢市農業集落排水事業特別会計予算の

質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第２１、議案第１８号平成２１年度美祢市介護保険事業特別会計予算の質疑

を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第２２、議案第１９号平成２１年度美祢市簡易水道事業特別会計予算の質疑

を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第２３、議案第２０号平成２１年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計予算

の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第２４、議案第２１号平成２１年度美祢市水道事業会計予算の質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第２５、議案第２２号平成２１年度美祢市病院等事業会計予算の質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第２６、議案第２３号平成２１年度美祢市公共下水道事業会計予算の質疑を

行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第２７、議案第２４号美祢市個人情報保護条例の一部改正についての質疑を

行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第２８、議案第２５号美祢市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条

例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第２９、議案第２６号美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部

改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。有道議員。 

○３番（有道典広君）  只今の議案ですが、美祢市の職員の勤務時間、休暇の条例の

改正と。これをよく見ると４０時間から３８時間に短縮という格好になっておるよ

うですけど、こういう民間が大変な不況の中をいろんなことでやりくりしておる中、

いかに人事院勧告の人事で行うんでしょうけど、これをやる以上はそれなりのやっ

ぱり、先ほど市長の方針もありますように美祢市のサービスがおろそかにならんと

いうぐらいの気迫と何がしかのちょっと市長の意見を一つ市民の前で言っていただ

いて質問を終わりたいと思いますが。一つ、市長、その辺を含めてひとつお願いし

ます。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  有道議員の御質問ですが、議員もおっしゃったように、それ

と先ほどから私がたびたび申し上げているように非常に今厳しい状況、この中で市

職員の勤務時間が減るということですね。非常におまえらは何を考えちょるかとい

うふうな気持ちになられる方も本当いらっしゃるでしょう。これは、国がそういう

ふうにされたということで、全国津々浦々、基礎自治体も県・市・町ですね、皆同

じ形になると思います。現実に今我々、この新市になりまして、御承知のように職



- 53 - 

員を随分圧縮してます。全国でも恐らく物すごく圧縮しておると思います。私は時

間外に仕事を無償でせとは言っておりませんけれども、なぜか知らんけど皆さん仕

事が好きなんでしょう、一生懸命仕事をしてます。 

 条例上、これは１５分ほど勤務時間が１日当たり短くなりますけれども、今、昼

が１２時１５分から１時まで休憩だと。これが昼休みを通常の時間ごとく、１２時

から１時までの休憩にするということに変更されるということで。現実には昼休み

全部電気消して、もったいないから、暗い中で仕事をしている者もおります。もち

ろん給料をもらっておるわけでありますから、５時１５分になってから後も仕事を

してると思います。これは別に命令してなくて者多々おると。 

 そういうことで、実は私が申し上げたように、あなたが持っておる──職員です

よ、あなたが持っておる力がもし１００と思うたら終わるからそれで、実はあなた

が持っておる能力というのは１２０、１５０、ひょっとしたら２００あるかもしれ

んから一生懸命働けと。それか、時間が１５分短くなったからといって楽をさせる

ことはありません。当然のごとく住民サービスは下がるということもさせないよう

にいたします、という断固たる決意でこの条例変更を出させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  有道議員。 

○３番（有道典広君）  よくわかりました。一応、市民のこともいろいろこういう問

題で盛んにやっぱ自分のとこ苦しいのにという話もいろいろ出ます。それ以上、こ

こまでやる以上は市長、全職員にハッパかけて今までとサービスを怠ることないよ

うにというぐらいの意気込みをちょっとお聞きしたかったということで、ここで意

見を述べ。一つそれのないように頑張って市民のためにやっていただきたいと思い

ます。そちらのハッパもよろしくお願いします。ありがとうございました。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第３０、議案第２７号美祢市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に

ついての質疑を行います。質疑はありませんか。三好議員。 

○６番（三好睦子君）  この件は月額が４，５００円で書いてありますが、それが

１日３００円になるというふうに受けとめていいのだと思いますが、生活保護世帯
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への訪問とか通院に同行する場合といえば、月に１５日か２０日ぐらいあるのでは

ないかと思いますが、この４，５００円が高いのか安いのかわからないんですけど。

そしたら３００円にしたら月に世帯に訪問するのが何件あるかということもわかり

ませんが、教えていただきたいです。 

○議長（秋山哲朗君）  田辺次長。 

○総務部次長（田辺 剛君）  只今の御質問ですが、月に、現在のところ職員１名当

たり約１１日程度訪問しておるということです。今、月４，５００円ですから、

１日３００円に改正するということになれば今の実績でいきますと３，３００円程

度になろうかと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  よろしいですか。そのほか質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第３１、議案第２８号美祢市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定に

ついての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第３２、議案第２９号美祢市公民館附設社会学級等授業料徴収条例の廃止に

ついての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第３３、議案第３０号美祢市長登銅山文化交流館の設置及び管理に関する条

例の制定についての質疑を行います。質疑はありませんか。──三好議員。 

○６番（三好睦子君）  ３条の３ですが、研修室の専用使用料ってあります。これが

午前が２００円で、冷暖房を使ったら９０円と。午後が３００円で冷暖房の場合は

１２０円とありますが、この使用料の単価の設定基準は何をもとにしてつくられた

のでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（秋山哲朗君）  池田課長。 

○教育委員会文化財保護課長（池田善文君）  三好議員の御質問にお答えします。 

 この施設の使用料でございますが、専用使用の場合であります。で、この金額は

美東センターの類似の施設を参考にしております。ちなみに小会議室が該当するか
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と思います。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  三好議員、よろしいですか。手を挙げて。三好議員。 

○６番（三好睦子君）  赤郷、綾木、真長田は調べたんですけど大田は調べなくてす

いません。大田が何ページになるのか、大田が２００円だったんですか。大きさは

どうなんでしょうか、広さ。 

○議長（秋山哲朗君）  池田課長。 

○教育委員会文化財保護課長（池田善文君）  平米数を、その美東センターの小会議

室か何かの使用料を平米数で割りまして、長登銅山文化交流館の平米数に合わせて

算出したものであります。ちょっと今何平米かというのはこの場ではちょっと即答

できかねませんで、後日また、よろしくお願いします。 

○議長（秋山哲朗君）  三好議員。 

○６番（三好睦子君）  暖房も同じ金額なんでしょうか。 

○議長（秋山哲朗君）  池田課長。 

○教育委員会文化財保護課長（池田善文君）  はい。そのとおりです。 

○議長（秋山哲朗君）  三好議員。三好議員、なるべくまとめて言っていただけたら

と思いますけど。 

○６番（三好睦子君）  すいません。この３条の３ですが、営利または営業を目的と

する場合の使用料はこの表に掲げる額の２倍の額とありますが、旧条例では、この

２倍が加算されると書いてありますけど、これは加算ではないんですがよろしいの

でしょうか。 

○議長（秋山哲朗君）  池田課長。 

○教育委員会文化財保護課長（池田善文君）  この文化交流館は、農産物の販売等も

一応視野に入れた交流のやかたということでありまして、そういう場合に限り倍の

金額を設定しているものであります。従いまして、一般企業の営利使用云々の目的

はまず考えられないということで、この専用使用の営業というのは農産物販売と、

そういうふうなものを頭に置いて設定したものであります。２倍であります。 

○議長（秋山哲朗君）  よろしいですか。三好議員。 

○６番（三好睦子君）  ３条の１なんですけど、この事業ですが、次に掲げる事業を

行うとあります、長登銅山跡に関する資料の収集及び保管及び提示って書いてあり



- 56 - 

ます。その下には資料館調査研究及び利用と、その下には見学者の案内と、その下

には地域交流の促進と、その下にもこうって書いてありますが、農産物販売の農っ

ていう字はありませんけど。 

○議長（秋山哲朗君）  三好議員、これは委員会付託しますので、三好議員が総務企

業というのは所管委員会でございませんから、言われるのは結構なんです。 

○６番（三好睦子君）  でも委員会におりません。 

○議長（秋山哲朗君）  わかります。わかりますけども、そこまで入ると委員会に付

託する意味がございませんから。大まかなところだけの質問はこの本会議場で結構

だと思いますから。余り細部まで入っていくと委員会というのがなくなりますので、

できなくなります。よろしくお願いします。 

○６番（三好睦子君）  わかりました。 

○議長（秋山哲朗君）  ただ、まとめて質問されるのは結構だと。いいですか。今の、

いいですか、もう。いいですか。そのほか質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第３４、議案第３１号美祢市介護保険条例の一部改正についての質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第３５、議案第３２号美祢市小規模企業者融資制度に関する条例の制定につ

いての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第３６、議案第３３号美祢市道の駅おふくの設置及び管理に関する条例の一

部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第３７、議案第３４号山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び規約の変更についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



- 57 - 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第３８、議案第３５号美祢市過疎地域自立促進計画の一部変更についての質

疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第３９、特別委員会の設置についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。議案第１１号から議案第２３号までの１３件を審査するため、

委員会条例第６条の規定により、２４人の委員をもって構成する予算審査特別委員

会を設置したいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、議案第１１号から議案第

２３号までの１３件を審査するため、２４人の委員をもって構成する予算審査特別

委員会を設置することに決しました。 

 なお、設置期間は、その審査目的が終了するまでといたします。 

 只今設置されました予算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第

７条第１項の規定により、議長、副議長を除く２４人の議員を指名いたしたいと思

います。 

 この際、御報告申し上げます。 

 特別委員会の正・副委員長が決まっておりますので申し上げます。予算審査特別

委員会委員長に徳並伍朗議員、副委員長に山中佳子議員が就任されましたので御報

告申し上げます。 

 この際、正・副委員長よりごあいさつの申し出がございますのでお願いをいたし

ます。予算審査特別委員会の委員長さん、副委員長さん、お願いいたします。 

○２３番（徳並伍朗君）  それでは、只今、議長さんより許可をいただきましたので、

ごあいさつをさせていただきます。 

 先ほどの議員の全員協議会におきまして、我々、徳並と山中が予算特別委員会の

正・副委員長に選ばれました。これは前回の決算の委員会を２人がやったと、もう

一度予算も勉強せよという皆さんの温かい御教示だろうというように思っておりま

す。心から感謝申し上げます。ただ、先に常任委員会がありますので、そこでしっ
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かりと審議をして一致していただきまして、後の予算委員会に回していただければ

我々の仕事も楽になるんじゃないかなというふうに思っておりますが。いずれにい

たしましても大変な仕事であろうというふうに思っております。我々２人が責任を

持って皆さん方の意見を十二分に吸い上げ、そして発表できますように、そして、

これがまた議会に反映できるようにしたいというふうに思っておりますので、よろ

しく御協力のほどお願い申し上げまして、あいさつにかえさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いします。（拍手） 

○議長（秋山哲朗君）  お諮りいたします。議案第１号から議案第３５号までについ

ては、議案付託表のとおり各常任委員会及び予算審査特別委員会に付託いたしたい

と思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、議案第１号から議案第

３５号までについては所管委員会に付託することに決しました。 

 以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。大変お疲れでございました。 

 なお、議員の皆さんは３時より議員全員協議会を開催いたしますので、委員会室

にお集まりいただきますようお願いいたします。 

 協議事項につきましては、地域公共交通協議会の報告、その他であります。御出

席のほどよろしくお願い申し上げます。大変お疲れでございました。ありがとうご

ざいました。 

   午後２時４５分散会 

────────────────────────────── 
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